
天
明
二
年

「三
春
行
楽
記
」
前
後

(五
)

1
土
山
宗
次
郎
と
朝
田
伴
七
を
中
心

に
ー

藤

村

潤

一
郎

天明二年 「三春行楽記」前後㈲
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一

f

五

六

ー

九

一
〇
i

一
八

ロ

一
八

バ
ー

へ

(創
価
大
学
人
文
論
集
七
号
)

(同
右
九
号
)

(同
右

一
〇
号
)

(同
右

=

号
)

「
九

老
中
田
沼
主
殿
頭
意
次

イ

遠
江
国
榛
原
郡
相
良

(
観
)

鰯

田
沼
意
次

は
六
百
石

の
旗
本

か
ら

五
万
七

〇
〇
〇
石

の
大
名

に
な

っ
た
人
物

で
あ

る
。
そ

の
所
領

は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
第

一
四
表

の

通
り

で
あ

る
。
宝
暦

八
年
九
月
三
日
に

一
万
石
に
な
り
、
遠
江
国
相
良

に
陣
屋
を
置

い
て
い
る
。
同
日
付

で
評
定
所

の
式

日
に
連
席
す

る
が
、

(
396
)

「御
触
書
」
で
は
同
八
年
九
月
付
で
あ
る
。
評
定
所
で
西
城
若
年
寄
本
多
忠
央
は
同
年

一
〇
月
二
五
日
に
美
濃
国
郡
上
藩
金
森
兵
部
頼
錦
所
領
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第14表 田沼意次所領表

年 月 日 相続加減石高 場 所 合計石高

石 石
享保20年3月4日 soo 相模国高座,大 住郡 600

寛延元年閏10月 朔 日 1400 上総 国武射,下 総 国匝瑳, 2000

香取郡

宝暦5年9月19日 3000 下総 国香取,相 模 国大住, 5000

愛 甲,足 柄郡

同8年9月3日 5000 遠江国榛原郡(旧 領 を改 10000

め遠 江,相 模,下 総 三 国

の内)

同12年2月15日 5000 遠江国榛原,城 東郡 15000

明和4年7月 朔 日 5000 遠江国榛原,城 東郡(相
伽

ZOOOO

良に居城)

同6年8月18日 5000 遠江国榛原,城 東郡 25000

安永元年 正月15日 5000 三河 国 額 田,宝 飯,渥 美 30000

郡(他 に遠江 国 の 内5000

石を三河に移す)

同6年4月21日 7000 遠江 国榛原,駿 河 国志太, 37000

益津郡

天明元年7月15日 10000 和泉国日根郡 47000

同5年 正 月29日 10000 河 内国河 内,若 江,三 河 国 57000

宝飯,遠 江 国榛原,城 東郡

同6年 閏10月5日 一20000 和 泉,河 内,三 河,遠 江 国等 37000

同7年10月2日 一27000 駿 河,遠 江,三 河 国 10000

同年 月 日(意明) ‐10000 相良城の地公収

10000 陸奥国信夫,越後国頸城郡 10000
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(
496
)

百
姓
等
訴

の
取
扱

に

つ
い
て
、

「
重
職

に
似
合

ず
曲
事

な
り
と

て
所
領
を
没
収

せ
ら
れ
、
松

平
越
後
守
長
孝

に
な
が
く
め
し
あ
づ
け
ら
れ
る
」

(
596

)

と
あ

る
。
従

っ
て
田
沼

は
評
定
所

で
関
係

し
た
本
多

忠
央

の
跡

に
入

っ
た
事

に
な

る
。
「御
触
書
」

で
は
同

八
寅
年

=

月
付

で
御
側
衆
田
沼

主
殿

頭
に
、
遠
江
国
相
良

に
領

知
を
下
さ
れ
て

い
る
。
こ
ち
ら

の
方
が
正
し

い
だ

ろ
う

。

な
お

「御
触
書
」

で
は
、

田
沼

の
弟
意
誠

に
は
同
九
卯
年

二
月

に
刑
部
卿
殿
用
人
田
沼
市
左
衛
門

は
新

規
五
百
石
、
刑
部
卿
殿
家
老
に
な

る

(
696

)

と
あ

る
。

明
和

四
年

に
田
沼
は
相
良

に
居
城
を
築
く
事

に
な

っ
た
。

こ
れ
迄

の
相
良
藩
主
は
本
多
家
三
代
、
板
倉
家

、
本
多
忠
央

で
あ
る
。

(
796
)

最
初

の
本
多

忠
晴

は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
寛
文

四
年
遺
領
継
、

一
万
石
、
陸
奥

国
浅
川
、
従

五
位
下
弾
正
少
弼
、
天
和
元
年
領
知
改
、
三

河
国
伊
保
、
元
禄
五
年
大
番
頭
、
同

一
五
年
奏
者
番
、
寺
社
奉
行
兼
役
、
宝
永

二
年

五
〇
〇
〇
石
加
増
、
同
七
年
領
知
改
、
遠
江
国
相
良
、
正

(
896
)

(
㈱

)

徳
三
年

両
職
を
辞
、
同
五
年
卒
、
相
良
宝
泉
寺

に
葬

る
。
次
は
忠
通
-
忠
如

で
、
忠
如

は
延
享

三
年
領
知
改

、
陸
奥

国
泉

で
あ
る
。

(
007
)

次

の
㈹
板
倉
勝
清
は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
、
享
保

二
年
遺
領
継
、

一
万

五
〇
〇
〇
石
、
陸
奥
国
泉
、
同
五
年
従

五
位

下
伊
予
守
、
同

一
四

年
大
番

頭
、
同

一
七
年
奏
者
番

、
同

二
〇
年
寺
社
奉
行
兼

役
、

つ
い
で
若
年
寄
、
佐
渡
守
、
延
享

三
年
領
知
改
、
遠
江

国
榛
原
、
周
知
郡
、
居

所
相
良

、
同
四
年
勝
手
掛
、
寛
延
元
年

城
主
、
加
増
五
〇
〇
〇
石
、
同

二
年
領
知
改
、
上
野
国
安
中
城
、
宝
暦

一
〇
年
御
側
用
人
、
従
五
位
下
、

明
和

四
年

西
城
老
職
、
本
城

に
候
せ
し
時

は
政
務
を
議
す
、

一
万
石
加
増
、
明
和
六
年
老
職
、
同
九
年
卒

で
あ

る
。

(
107
)

最
後

の
鋤
本
多
忠
央

は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
、
正
徳
元
年
遺
領
継
、

一
万
石
、
三
河
国
挙
母
、
同
七
年
従

五
位

下
兵
庫
頭
、
寛

保
二
年
大

(

番
頭
、
延
享

二
年
職
を
辞

し
、
寛
延

二
年
領
知
改
、
遠
江
国
相
良
、
奏
者
番
、
寺
社
奉
行
兼
役
、
長
門
守

、
宝
暦

八
年

西
城
若
年
寄
、

つ
い
で

職
を
奪

わ
れ
出
仕
止
め
、
仮

に
内
藤
紀
伊
守
信
興

に
預

け
ら
れ
、
更

に
同
年

一
〇
月
二
五
日
所
領
没
収
、
松
平
越
後
守
長
孝

に
預
け
ら
れ
、
明

和

五
年
赦
免

で
あ

る
。

従

っ
て
本
多
忠
晴
、
板
倉
勝
清
、
本
多
忠
央

の
三
者

は
大
番
頭
、
奏
者
番

、
寺
社
奉
行
兼
役

で
あ

る
か
ら
、
若

し
順
調
に
進
め
ば
老
中

で
あ

る
。
相
良

は
譜
代
大
名

に
と

っ
て
有
望
な
居
所
だ

ろ
う
。
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相
良

の
地
理
的
位
置

に

つ
い
て
み
る
。
「
明
治
年
間
府

県
別
統
計
書
集
成

(
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
)
」

の

「交

通
-
街
道

の
里
程
」

に
よ
る

一

(
207
)

橋
大
学
経
済
研
究
所
統
計
係

「明
治
年

間

の
府

県
別

『交
通
-

街
道

ノ
里
程
表
』
」

(統
計
調
査
ー
Z
9
。。
、
昭
和
五
九
年
二
月
)
に
あ

る
A
七
七
-

七
九

の
明
治
;

二
年
調
、
静
岡
県

「街
道

ノ
里
程
」

で
相
良
が
関
係

し
て

い
る

の
は
次

の
二
街
道

で
あ

る
。

信
州
街
道

榛
原
郡
相
良
町
-
城
東

郡
横
地
村
-
佐

野
郡
掛

川
町
-

周
智
郡
森

町
-
同
郡
三
倉
村
ー

同
郡
犬
居
村
-
豊
田
郡

三
香
村
ー
周

智

郡
奥
山
村
-

同
郡
長
野
県
界

横
須
賀
相
良
街
道

志
太
郡
藤
枝
町
-
同
郡
大

洲
村
i

榛
原
郡
川
崎
町
;
同
郡
相
良
町
-

城
東
郡
千
浜
村
-

同
郡
大
須
賀
村
-
豊
田
郡
中

泉

町

他

の
街
道

と
し

て
東
海
道
、
甲
州
、
甲
州
本
栖
越
、
甲
州
篭
坂
越
、
足
柄
、
姫
、
下
田
、
熱
海

が
あ

る
。

信
州
街
道

の
道
幅
は

一
間

ニ
ー

三
尺

で
あ
る
が
、
三
倉
-

犬
居
は

一
問
五
尺
で
あ

る
。
荷
車
通
行

は
相
良
-
犬
居
は
可
能
、
犬
居
-

三
香
問

四
里
三
三
町
四
八
間

の
内

で
は
三
〇
町

四

一
問

の
み
可
能
、
三
香
-
長
野
県
界

は
不
可
能
、
な
お
県
界

で
は
長

野
県
側
道
路
と
接
続

し
て
い
な

い

Q

-

横
須
賀
相
良
街
道

は
道
幅

一
間
二
～
三
尺

で
全
部
荷
車
通
行
可
能

で
あ

る
。
藤
枝
と
中
泉

で
東
海
道

に
接
続

し
て

い
る
か
ら

一
種

の
海
岸
沿

い
バ
イ

パ
ス
で
あ

る
。
東
海
道

の
道
幅
は
三
間

ニ
ー

三
尺
、
山
名
郡
山
町
-
磐

田
郡
見
付
町
は
三
問

五
尺

で
あ

る
。

従

っ
て
相
良

は
陸
上
交
通

の
要
衝

で
あ

る
。
相
良
横
須
賀
街
道

の
駿
河
湾
側

に

つ
い
て
は
、
文
久
元
年
酉

四
月
付
、
須

々
木
村
御
役
人
宛
、

比
木
村
、
上

・
下
朝

比
奈
村
各
小
頭
惣
代

、
杉

ノ
谷
他

=

力
村
組
頭
、
庄
屋
、
奥

書
徳
村
庄
屋
、
園
村
組
頭
、
相
良
町
郷
宿

「入
置
申

一
札

(307

)

之
事

」

に
前
記

一
五
力
村

が
、
相
良

へ
の
牛
馬
往
還
は
須

々
木
村
浜
辺
通
り

の
波
打
際
を
通
行
す
る
が
、
近
年
風
波
が
荒
く
、
時

に
牛
馬
が
驚

い
て
鞍
返

し
に
な
り
収
納
米

の
津
出

し
に
差
支
え

る
。
ま
た
炎
暑

の
際

に
浜
辺
は
焼
砂
に
な
り
牛
馬

は
踏
立

て
兼

ね
る
し
、
死
亡
す

る
事
も
あ

る
と
し

て
い
る
。
道
路

は
波
打

ち
際

の
砂

地
で
あ
る
。
相
良
御
役
所

の
許
可
を
得

て
波
津
村
迄
岡
道
通
行

に
交
更
し

て
い
る
。

(407

)

ま
た
大
正
四
年
刊

「静
岡
県
小
笠
郡
誌
」
は
横
須
賀
相
良
街
道
に
当
る
横
須
賀
街
道
に
つ
い
て

「本
道
路
は
郡
下
南
部
を
横
断
す
る
要
路
に
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当

れ
る
も
、
横
須
賀
以
東
は
幅
員
狭
阻
且
屈
曲
甚

し
き
為
め
車
馬

の
通
行
自
在
な
ら
ず
」
と

し
、
荷
車
通
行

の
実
態
は
余
り
良
好

で
な

い
。
御

前
崎
以
西

の
道
路
状
態

を
示

し
て

い
る
。

(
507

)

ま
た
大
正

五
年
刊

「
静
岡
県
榛
原
郡
誌
」

は

「
南
部
地
方

の
主
動
脈
と
も
見

る

べ
き

は
、
実

に
横
須
賀
街
道

に
し

て
、

(中
略
)
、
田
沼
氏
相

良
を
領

せ
る
よ
り
、
相
良
以
東

に
田
沼
街
道

の
称
あ
り
、
車

馬

の
往
来

最
も
頻
繁

の
道
路
と
す
」
と
あ
る
。
田
沼
街
道

の
範
囲
を
示
し

て
い
る
。

(607

)

こ

の
田
沼
街
道

に

つ
い
て
年
不
明
、
宛
、
差
出
人
共
不
明

「御
尋

二
付
乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候
」

は
次

の
通
り
記
し

て
い
る
。

駿
州
藤
枝
宿
δ
遠

州
相
良
江
通
候
道
之
儀
者
、
往
古
遠
州
初
倉
村
辺
6
大
井
川
下
瀬

二
而
、
色
尾
越
与
申
渡
之
道
筋
有
之
由
申
伝
、
其
後
茂

近
村
百
姓
共
自
由
道

二
而
御

座
候
処
、

と
し

て
田
沼
以
前

か
ら

の
道

で
あ

る
。

つ
い
で
安
永
九
年

四
月

三
日
老

中
田
沼
意
次

が
初
め

て
御
城
中

に
は
、
往
路

は
大
井
川
往
還
通
本
通

で
渡
川
し
、
金
谷
宿
道
か
ら
入

っ
た
が
、
帰
路

は

「大

日
村
前

二
而
御
渡
川
、
田
沼
海
道

よ
り
帰
府
」
と
あ
る
か
ら
金

谷
-
島

田
以
外

の
渡
川

で
あ
り
、
人
馬
継
立

、
川
越
等
は
両
宿
共

に
無

関
係

で
あ
る
。

つ
い
で

何
れ
相
良
御
在

城

二
候
者
藤
枝
宿
6
之
順
路

二
付

、
御
家
中
方
者
右
道
筋
御
通
行
被
成
、
追

ヒ
御
威
光

二
而
相
発

ケ
、
田
沼
海
道
共
、
相

良
海
道
共
申
伝
候
哉

二
奉
存

候
、
碇
与
取
定
候
儀
者

一
向
無
御
座
候
、
且
又
以
前

6
外
往
来

、
右
之
通
行
致
候
儀
者
猶
更
承

不
及
候

と
し

て
い
る
。
道
路

が
改
良
さ
れ
家
中

は
通
行

し

て
い
る
が

一
般
は
通
行

し
て
い
な

い
。
例
外
と

し
て
天
明
五
年

四
月

四
日
に
大
井

川
川
留

、

同

八
日
御
状
箱
越

の
際

に
大
老
井
伊
掃
部
頭
直
幸

と
若
殿
井
伊
玄
蕃
頭
直
富
が

「
下
川

二
而
御
渡

川
、

田
沼
海
道
御
通
行
」

し
た
が
人
馬
、
川

越
人
足
共

に
島

田
宿
か
ら
は
出

し
て

い
な

い
。
他

に
は
な

い
と
し
て

い
る
。

(
"
)

こ
れ

に

つ
い
て
は
天
保

一
一
年

一
月
以
降
、
明
治

一
八
年

一
月
写

「遠
江
国
榛
原
郡
相
良

開
開
之
基
」
は
前
記
安
永
九
年

の
御
城
入
に

つ
い

て

「
下
瀬
通
り
藤
枝

マ
テ
公
儀

ヨ
リ
相
良
海
辺

二
被
仰
出
候

」
と
あ

る
か
ら
、
将
軍

の
許
可
を
得

て
い
た
事

に
な

る
。
天
明
五
年

の
井
伊

に

つ

い
て
は
井
伊
玄
蕃
頭

の
み

で
日
坂
宿
か
ら
水
呑

通
り
、
柏
原

へ
出

て
下
瀬
通
り
越
立
と
し

て

い
る
。

(
807

)

ま
た

「
三
奉
行
伺
附
札
」

下
、
六
一二

大
井

川
下
之
瀬

を
越
え
、
相
良
道

へ
通
行
不
苦
哉
之
事

は
、
天
明
元
丑
年
七
月
八
日
に
伊
勢
国
亀
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(
907

)

山
藩
主
石
川
日
向
守
総
博
家
来
高
木
衛
守
か
ら
勘
定
奉
行
安
藤
弾
正
少
弼
宛
に
東
海
道
往
来
の
際
に
人
藪
の
多
少
に
よ
ら
ず
大
井
川
下
瀬
越
し
、

相
良
道
通
行
は
可
能
か
と
の
伺
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
八
月
三
日
付
、
御
附
札
は
大
井
川
下
流
の
高
札
に

「旅
人
如
何
様
頼
と
い
ふ
共
、
御

法
度
之
脇
道
へ
廻
す
間
敷
旨
有
之
、
本
道
之
外
旅
行
難
成
事

二
候
、
尤
川
下
二
小
山
渡
往
来

二
而
、
東
海
道
旅
人
是
又
渡
越
し
ハ
難
相
成
事

二

(
㎜
)

御
座
候
」
と
し
て
相
良
道
通
行

を
禁
止

し
て
い
る
。

(駆

信
州
街
道

に

つ
い
て

「静
岡
県
小
笠
郡
誌
」

は
、

「其

問
青

田
嶺
あ
り
、
従
前
嶺
上
を
越
え
頗

る
険
坂

た
り
」
と
し
、
大
正
六
年
刊

「静

岡

(
217

)

県
周
智
郡
誌
」
は
郡
南

部

で
は
森
町
、
山
梨

町
が
日
用
品
供
給
、
産
物
集
散
地
と

し
、
「
明
治
七
八
年
頃
迄

は
各

地
と
も
道
路
開
け
ず
、
南
部

地
方

に
あ
り

て
森
山
梨
間

の
如
き
交
通
繁
き
処

に
在
り

て
も
其

の
道
路
三
尺
乃
至

四
尺
幅

に
し
て
僅
か
に
人
馬
を
通
ず
る
に
過
ぎ
ず

、
加
之
橋

梁

な
く
し
て
ロ
ハ
一
枚

の
板
を
置
き

て
人

の
通
行

に
供

し
、
馬

の
如
き

は
河
を
渉

ら
し
め
、
少

し
く
雨
降

れ
ば
直

に
板
を
徹

し

て
流
失

の
患
を
除

く
を
以

て
、
人
馬

の
通
行
は
直

に
杜
絶
」

「明
治
七

八
年
頃

に
至

り
道
路
開
け
荷
車

用

ゐ
ら
る

・
に
至
り
年

ヒ
其

の
藪
を
増
し
、
同
十

五
年

頃

よ
り
森
以
南

に
あ
り

て
は
全
部
荷
車
を
用

ふ
る
に
至

れ
り
」
と
し

て
い
る
。

こ
の
事

情
は
恐

ら
く
相
良
付
近

で
も
同
様

で
は
あ

る
ま

い
か
。

従

っ
て
明
治

二
一二
年
調

「
街
道

ノ
里
程
」
は
明
治
初
年

の
道
路
改
良

に
よ
る
荷
車

の
モ
ー
タ
リ
ゼ
イ
シ

ョ
ン
の
姿

で
あ
る
。
当
然
近
世

の
道

路

は
こ
れ
以
下

の
状
態
だ

ろ
う
。

水

上
交
通

に

つ
い
て
は
相
良
は
萩

間
川

の
河

口
の
湊

で
あ
る
。
寛
延

四
年
辛
未
春
、
醇
雅
子
題
、
天
保
七
丙
申
年

五
月
新
版

「
増
補
海
陸
行

(
317
)

程
細
見
記
」
に
は
、
朝
鮮
国
釜
山
浦
か
ら
蝦
夷
松
前
迄
の
海
陸
交
通
図
が
あ
る
。
図
の
末
尾
に

「御
大
名
方
御
名
御
知
行
高
天
保
七
申
年
正
月

イ

ラ

コ

改
正
也
」
と
あ
る
か
ら
、
図
自
体
は
寛
延
期

の
も

の
だ

ろ
う

。
そ

の
内

の
鳥
羽
か
ら
下
田
迄

の
海
上
沿
岸
航
路

の
寄
港
地
は
、
鳥
羽
-

五
十
子

マ
ヤ
サ
キ

(
417

)

サ
キ
ー
大
山
-
掛
須
賀
-
横
須
賀

-
相
良
ー

ヲ
厩
崎
「
・小
浦
-

下
田
と
な

っ
て

い
る
。
こ
の
内

で
伊
良
湖
岬
、
大
山
、
御
前
崎

は
目
標
だ

ろ
う

。

(
価
)

明

和
七
庚

寅
歳

孟
夏
叙
、
寛

政
八
歳
丙
辰
増
補
、
高

田
政
慶

編
述

「改

正
新

版
増
補

日
本
汐
路
之
記
」

の

「大
坂

6
江
戸
着
東
海

廻
り
之

記
」

に
は
志
州
鳥
羽

に

つ
い
て
次

の
記
事

が
あ
る
。

(ル
ビ
を
略
し
、
読
点
を
付
し
た
)
。

上

ヒ
の
大
湊
也
、
此
湊

6
豆
州
下
田
迄
七
十

五
里

の
渡

り
、
諸
国
第

一
の
大
灘

な
り
、
遠
江
灘
と
云
地
方
は
山
斗

に
て
汐

の
く
る
ひ
有
、
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諸
廻
船
此
湊

に
て
順
風
を
ま

つ
、
別
而
遠
州
御
前
崎
6
豆
州
子
浦
迄
大
入
海
有
、
此

口
の
渉
り
廿
里

の
難
所
也
、
若

日
和
あ
し
け

れ
ば
此

入
海

の
内
地
方

を
乗

る
是
を
駿
河
内
と
云
、
甚
だ
大
廻
り
也
、
右

廻
る
所

ヒ
の
順

ハ
次

へ
書
く

廻
船

は
鳥
羽
か
ら
下
田
迄
七
十
五
里

の
遠

州
灘
を
直
交
す
る
が
、
駿

河
湾

が
特

に
難
所

で
悪

天
候

の
際
は
湾
岸
を
廻

る
が
大
廻
り

に
な

る
。

こ

の
時
期

に
は
当
然
相
良

は
直
交

コ
ー

ス
外

で
あ
る
。

　　
　
　

直
交

し
な

い
場
合

の
目
標

・
寄
港
地

は
、
同
国
伊
良
古
崎
-
遠
州
大

山
-
掛
須
賀
-
横
須
賀

で
、
「横

須
賀

6
相
良

へ
八
里
有
、
此
沖

6
冨

士
山
見

ゆ
る
、
是
よ
り
○
御
前
崎

へ
四
里
半
、
御

厩
前
と
も
書
く
、
出
鼻

に
磯
三
所
有
、
此
所
難
所
也
、
四
足

の
類
其
外
け
が
れ
た
る
物
を
積

な
が
ら
通

る
べ
か
ら
ず
、
此
所
よ
り
豆
州
子
浦
ま

で
二
十
里

の
渉
り
、
順
風
な
れ
バ
す
ぐ
通
り
な
り
、
若
風

さ
か

ろ
ふ
時

ハ
越

し
が
た
き

ゆ

へ
、

大

入
海

の
内

へ
入
、
駿
河
内

の
地
方

を
廻

る
な
り
」
と
あ

る
。
御
前
崎
が
難
所

で
あ
る
。
相
良

の
次

に
御
前
崎
と
な

っ
て
い
る
が
事
実

は
逆

で

あ
る
。

こ
こ
で
は
相
良

は
掛
須
賀
、
横
須
賀
と
併

記
さ
れ

て

い
る
。

(
617

)

み
つ

の
え

と
ら

の
今

と
し

の
夏

(天
保

=
二
年
)
、
美
啓
述

「改

正
日
本
船
路
細
見
記
」

の

「
東
海
船
路
道

中
記
」

に
は
、
大
山
が
三
州
と

な

っ
て

い
る
。

コ
ー
ス
は

「増
補
海
陸
行
程
細
見
記
」
と
同
様

で
あ

る
が
、
相
良

の
地
名

は
な

い
。

湊

の
状
態

に

つ
い
て
は
、
未

(寛
政

一
二
年
)
七
月
付
、
相
良
御
役

所
宛
、
相
良
町
名
主
、
福
岡
町
名
主

「
中
泉
村
名
主
新
右
衛

門
相
良
湊

(
717
)

之
様

子
相
尋
候

二
付
演

説
之
次
第
」

に
よ
る
と
、
相
良
町
、
福
岡
町

に
船
持

一
七
入
、
廻
船
五
百
石
以
上
六
艘
、
同
以

下
二
〇
艘

で
、
他
国
他

所
船

の
入
湊

に
よ
る
賑

い
は
な
く
、
江
戸
往
還
途
中

に
日
和
待

ち
に
入
湊
す
る
事

も
な

い
。
荷
物
積
立
は
沖
積

で
あ

る
。

(817

)

文

政
六
年

に
遠
州
入
り
し
た

一
橋
家
代
官
小
島

源

一
の
乙
酉

(文
政
八
年
)
八
月

二
八
日
、
藤
舞
公
倫
識

「薫
園
渉
筆
」

に
は
、
遠
州

に
は

ヨ
コ

川
崎
、
相
良

、
新

井
、
福

田
、
桂
須
賀

の
五
港
が
あ

る
が
、
実
体
は
港

で
は
な

い
。
「官
船
貢
運
所
発
」

の
た
め
港
名

が

つ
い
て
い
る
と

し
、

相
良

の
船
匠

は
優
秀

で
遠
近

の
各
地

か
ら
注
文

が
あ

る
と

し
て

い
る
。

ロ

田
沼
家

田
沼
意
次

を
巡

る
縁
戚
関
係

に

つ
い
て
田
沼
家
略
系
図

は
第
七
図

の
通
り

で
あ

る
。
こ
こ
で
は
陸
邦
彦
氏

の
業
績
を
参
照
し
た
事

を
銘
記
し
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第
七
図

田
沼
家
略
系
図

意

行

忌
次

伊
丹
兵
庫
頭
直
賢
女

=
(杳

付
、

一
橋
家
老
兼
)

黒
沢
杢
之
助
定
紀
女

(御
鎮
炮
方
)

璽

_忌

 

女
子

女
子

知

一

平
周
防
守康

福
女(老中・石見国浜田)尾隠岐守忠移一(奏者番.遠江国横須

賀)子伊兵部少輔直朗

(

一
(
奏者

番
.

覆
国
与
板)

子正
(
水
野
忠
徳)

一
(
天
明
六
年

難)

野
出
羽
守
忠
友
女

(老
中

・
駿
河
国
沼
津
)

土
方

近

江

守

雄
年

一一
(伊
勢
国
薦
野
)

大

岡
兵

庫

頭

忠
喜

=
(武
蔵
国
岩
槻
)
(離
婚
)

女

子
(実
新
見
豊
前
守
正
則
女
)

雄

貞(土
方
雄
年
養
子
)

隆
貞一一

(九
鬼
隆
貞
養
子
)

九
鬼

式

部

少

輔
隆

貞

女

(丹
波
国
綾
部
)

意

明
=

(太

田
備

後

守
資

愛

女

)

=
(若
年
寄

.
遠
江
国
掛
川
)
(離
婚
)

織

田
左

近

将
監

信

浮

女

(出
羽
国
高
畠
)
(卒
後
か
へ
る
)

意
壱

(意
明
養
子
)

土

方
大

和

守
義

苗

=
(実
木
下
縫
殿
助
俊
直
男

.
雄
貞
養
子
)

稲

葉
播

磨

守

正
武

=
(安
房
国
館
山
)
(離
婚
)

女

子(実
田
沼
意
致
女
)

忠

善=
(実
牧
野
備
後
守
貞
長
男
)

女

子
能
勢
河
内
守
頼
徳

=
(御
小
姓

.
頼
中
舅

)

女
子「辮

耀
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一
層 、

誠

 

新
見
豊
前
守
正
則

=
(西
城
御
納
戸
頭
取
)

女

子

弧清
豊

雛薪)宥 女女

女)

女_植 女_西 稲_正 女 山_意 女_
=

女
子

意

英
=

山

口
勘
兵
衛
直
良
養
女

(小
普
請
組
支
配
)

(実
長
田
阿
波
守
繁
遠
女
)

女
子

(田
沼
意
知
養
女
)

正
容=

(稲
生
正
方
養
子
)

稲
生
兵
庫
頭
正
方
女

(御
小
姓
組
番
士
)

西
尾
充
太
郎
政
温

=
(禦

日院
番
)

女
子

植
村
岩
太
郎
正
養

=
女
子

(917

)

て
お
く
。

田
沼
意
次
の
室
は
伊
丹
兵
庫
頭
直
賢
女
、
継
室
は
黒
沢
杢
之
助
定
紀
女
で
あ
る
。

(
027
)

伊
丹
直
賢

は

「寛

政
譜
」

に
よ
る
と
紀
伊
家

で
家
重
御
伽

、
享
保
元
年
御
家
人
、
凛
米
三
〇
〇
俵
、

年
西
城
、
同
三
年
刑
部
卿
宗
サ

(
一
橋
)
附
属
用
人
上
席

、
二
〇
〇
石
加
増
、
魔
米
改
計
五
〇
〇
石
、

五
〇
〇
石
加
増
、
大

目
付
、

一
橋
兼
役

、
宝
暦
七
年
御
留
守

居
、
明
和

三
年
死

で
あ
る
。

御
小
性
、
御
小
納
戸
、
布
衣
、
延
享

二

家
老
、
従
五
位

下
兵
庫
頭
、
寛
延

二
年
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(
徊
)

直
賢

の
子
直
宥
は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
寛
保
三
年
有
徳
院
殿
拝
謁
、
延
享
四
年
西
城
御
小
納

戸
、
布
衣
、
宝
暦

元
年
寄
合

、
翌

二
年
死

で

あ
り
、
女
子

が
田
沼
意
致
妻

で
あ

る
。

(
227

)

意
次

の
継
室
父
、
黒
沢
杢
之
助
定
紀
は

「
寛
政
譜
」

に
よ

る
と
宝
永
四
年
遺
跡
、
五
九

〇
石
余
、
寄
合

、
享
保
三
年
御
鎮
炮
方
、
同
六
年
布

(7

)

衣
、
寛
保

三
年
死

で
あ
り
、
継
室

の
兄

で
あ

る
某
は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
寛
保
三
年
遺
跡
、
延
享
元
年
有
徳
院
殿
拝
謁
、
寛
延

三
年

に
本
多

作
之

丞
某
処
士
大
橋
左
内

の
件

で
追
放

に
な

っ
て

い
る
。

(427

)

意
次

の
子
調
田
沼
意
知
は

「寛
政
譜
」
に
よ
る
と
寛
延

二
年
生
、
明
和
元
年
凌
明
院
殿
拝
謁
、
同
四
年
従

五
位
下
大
和
守
、
天
明
元
年
播
磨

守
、
奏
者
番
、
翌

二
年
山
城
守
、
若

年
寄
、
塵
米
五
〇
〇
〇
俵

、
奥

の
事

、
同
四
年
佐
野
善
左
衛

門

の
刃

で
卒

で
あ
り
、
室
は
老
中
㈱
松
平
周

防
守
康
福
女

で
あ
る
。

(527

)

意
次

の
弟
㈹

田
沼
意
誠
は

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
享
保

一
七
年
小
五
郎

(
一
橋
宗

サ
)
小
性
、
元
文
元
年
康
米

二
〇
〇
俵
、

一
橋
館
附
属
、

小
十
人
頭
目
付
役
、
用
人
、
寛
延
三
年
布
衣
、
番
頭
、
御
用
人
、
宝
暦
九
年
召
し
帰

さ
れ
采
地
五
〇
〇
石
、

一
橋
家
老
、
従
五
位

下
能
登
守
、

明
和

七
年

三
〇
〇
石
加
増
、
安
永

二
年
卒

で
あ

る
。

(627

)

意

誠

の
子
鋤

田
沼
意
致
は

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
宝
暦

八
年
惇
信
院
殿
拝
謁
、
同

一
二
年
御

小
性
組
番
士
、
同

=
二
年
御
小
納

戸
、
家
基
附

属
、
布
衣
、
安
永
三
年
遺
跡
、
翌
四
年
西
城
御
目
付

、
同
七
年

一
橋
家
老

、
従
五
位

下
能
登
守

、
天
明
元
年
御
小
性
組
番
頭
格

、
西
城
、
翌
二

年
西
城
御
側
、

一
二
〇
〇
石
加
増
、
同
六
年
本
城
、
同
七
年
職
を
辞
し
菊
間
広
縁
、
寛
政
六
年
大
番
頭
、
同
八
年
死

で
、
妻

は
能
勢
河
内
守
頼

忠
女

、
後
妻

は
伊
丹
三
郎
右
衛

門
直
宥
女

で
あ

る
。

(珈
)

岳

父

の
能
勢
河
内
守
頼
忠

は

「
寛
政
譜
」

に
よ

る
と
元
紀
伊
家

で
、
享
保

二
年
遺
跡
、
三

〇
〇
石
、
同
四
年
惇
信
院
殿
附
属
御
小
性
、
二

の

丸
勤
仕
、
同
九
年
従

五
位
下
河
内
守
、
西
城
、
同

一
一
年
本
城
、
寛
保
元
年
御
小
納
戸
、
御
鷹
匠
支
配
、
三
〇
〇
石
加
増
、
延
享

二
年
西
城
、

本
城
兼
役
、
宝
暦
元
年
御
鷹
匠
支
配
、
格
を
御
使
番

に
準
、
明
和
七
年
御
先
鎮
炮
頭
、
安
永
三
年

死
で
あ
る
。
妻
養
女

は
実
山
名
伊
豆
守
豊
明

(
827
)

女

で
、
山
名
は

「寛
政
譜
」
に
よ
る
と
二
〇
〇
石

で
あ

る
。
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(
927

)

頼
忠
孫

の
能
勢
頼
徳

は

「寛

政
譜
」

に
よ
る
と
安
永
三
年
湊
明
院
殿
拝
謁
、
翌
四
年
祖
父
遺
跡
、
六
〇
〇
石
、
小
普
請
、
同
六
年
御
小
納

戸
、

西
城
、
布

衣
、
同
八
年
寄
合
、
天
明
元
年
御
小
納

戸
、
西
城

、
同
六
年
本
城
、
寛
政

五
年
御
小
性
、
翌
六
年
従
五
位

下
因
幡
守

で
、
妻

は
田
沼

意
致
女
、
後
妻
は
野

々
山
弥
十
郎
兼
扶
養
女

で
あ
る
。

田
沼
意
致

と
能
勢
家
と
は
密
接
な
関
係

に
あ
る
。
田
沼
家
と
伊
丹
家

の
関
係
は

一
橋
と
田
沼

の
関
係
強
化

に
役
立

っ
て
い
る
。

(
037

)

意

次

の
義
弟

、
新
見
曲豆
前
守

正
則
は

「寛

政
譜
」

に
よ
る
と
寛
保

二
年
有
徳
院
殿
拝
謁
、
延
亨
元
年
遺
跡
、
七

〇
〇
石
、
小
普
請
、
翌

二
年

御
小
性
組
番

士
、
同
四
年
御
小
納

戸
、
布

衣
、
宝
暦

一
一
年
寄
合
、
御
小
納
戸
、

翌

一
二
年
西
城
、
明
和
六
年
西
城
御
小
納

戸
頭
取
、
従
五
位

下
讃
岐
守

、
安
永

八
年
職
を
許
さ
れ
、
天
明
元
年
御
小
納

戸
、
西
城
御
小
納

戸
頭
取
、
同
五
年
御
先
弓
頭
、
翌
六
年
死

で
あ
り
、
姉

は
石
谷
備

後
守
清
昌
妻

で
あ
る
。

(!37

)

⑳
石
谷
清
昌
は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
元
紀
伊
家

で
、
享
保

一
六
年
拝
謁
、
同

一
八
年
御
小
納
戸
、
布

衣
、
元
文

五
年
御
小
性
、
従
五
位

下

備
後
守
、
延
享

元
年
家
を
継
、
五
〇
〇
石
、
同
二
年
西
城
、
宝
暦
元
年
寄
合
、
同

二
年

西
城
小
十
人
頭
、
同
三
年

西
城
御
目
付
、
同
六
年
佐
渡

奉
行
、
同
九
年
勘
定
奉
行
、
同

一
二
年
長
崎
奉
行
兼
役
、
明
和
七
年
兼
役
を
許
さ
れ
、
三
〇
〇
石
加
増

、
安
永
四
年

田
安
家
老
兼
役
、
同
八
年

御
留

守
居
、
天
明
二
年
寄
合
、
死

で
、
妻

は
新
見
但
馬
守
正
言
女
、
後
妻
は
大
奥

の
侍
女
森
野
養
女

で
あ

る
。
清
昌
は
宝
暦
九
年

一
〇
月
か
ら

安
永

八
年

四
月
迄
二
〇
年
間
、
勝
手
方
勘
定
奉
行

で
、
そ

の
内

で
宝
暦

一
二
年

六
月
か
ら
明
和
七
年

六
月
迄

の
八
年
間
、
長
崎
奉
行
兼
役

の
人

物

で
あ

る
。
新
見

正
言

は
正
則

の
父

で
あ

る
か
ら
、
田
沼
意
次

は
妹

を
通

し
て
石
谷
清
昌
と
縁
戚

に
な

っ
て

い
る
。

(
237

)

天
保

一
二
年

正
月
至

一
四
年

一
二
月
、
川
路
聖
護
著

「遊
芸
園
随
筆
」
十

一
に
、
同

=
二
年
五
月
九

日
に
水

野
忠
邦
談
と
し
て

田
沼
主
殿
頭

の
御
事
世

に
よ

ろ
し
か
ら
ず
申
候
得
共
、
余
程

の
豪
傑

に
は
を
は
し
け
り
。

(中
略
)
。
同
時
代

に
石
谷
備
後
守
を
挙
用
ら
れ

け
る
に
、
同
人
世
に
勝

た
る
よ
き
奉
行

に
て
、
今

に
い
た
り
候
迄

、
佐
渡
も
長
崎
も
御
勘
定
所
も

、
備
後
守

の
跡
を
以
よ
り
ど

こ
ろ
と
す

る
事

に
て
、
備
後
守
正
直

の
豪
傑
な

る
は
お
し
は
か
れ
候
事

に
候

。
同
人
を

か
く
迄
被
遣
た
る
は
、
其
御
身

に
も
正
直

の
豪
傑

の
御

こ

・

ろ
あ
り
た

る
な
る

べ
し
。

(下
略
)
。
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と
し
て
石
谷
清
昌
の
手
腕
と
、
使

っ
た
田
沼
意
次
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
清
昌
の
佐
渡
奉
行
時
代
の
寅

(宝
暦
八
年
)
正
月
付

「佐

州
ノ
儀
評
議
仕
候
趣
申
上
候
書
付
」
に
は
、
「右
評
議
ノ
義

二
付
、
田
沼
主
殿
頭
兼
而
被
仰
聞
候
趣
も
有
之
候
二
付
、
左
之
書
付
封
候
而
正
月

六
日
肝
煎
春
悦
ヲ
以
進
達
ス
」
と
あ
り
、
正
月
付

「佐
州
ノ
儀
御
勘
定
奉
行
与
評
議
仕
候
書
付
」
の
末
尾
に
は

「寅
二
月
廿
四
日
、
相
模
守
殿

(
3聡
)

へ
御
直

二
上

ル
、
同
廿

五
日
、
主
殿

頭
殿
江
封
候
而
春
悦

を
以
上

ル
」
と
あ

る
。
相
模
守
は
老

中
堀

田
相
模
守

で
あ

る
。
石
谷
清
昌

は
田
沼
意

次

に
接
触

し
て

い
る
事

が
わ
か
る
。

(
7
)

清
昌
男

の
石
谷
清
定

は

「寛

政
譜
」

に
よ
る
と
宝
暦

一
〇
年
惇
信
院
殿
拝
謁
、
同

一
二
年
御
小
性
組
、
西
城
、
明
和

三
年
御
小
納
戸
、
布
衣
、

安
永
八
年
寄
合
、
天
明
元
年
御
小
納
戸
、
西
城
、
同
二
年
遺
跡
、
同
六
年
本
城
、
寛
政

四
年
種
姫
君
用
人
、
同
六
年
務
を
許
さ
れ
、
同
七
年
西

城
御
小
納

戸
、
同
九
年
従

五
位

下
豊
前
守

、
同

一
〇
年
頭
取

で
あ
り
、
妻

は
新
見
曲
豆
前
守
正
則
女
、
後
妻

は
高
井
兵
部
少
輔
練
房
養

女

で
あ

る
。

そ
し
て
前
記

の
通
り
妻

の
姉

は
田
沼
意
次
養
女
と
な

っ
て
い
る
。

(537

)

清
定

は
女
子

に
養
子
清
豊

を
と

っ
て

い
る
。
石
谷
清
豊
は

「
寛
政
譜

」
に
よ
る
と
実

田
沼
能
登
守
意

誠
五
男

で
、
天
明
四
年
御
小
納
戸
、
布

衣
、
同
五
年
御
小
性

、
同
六
年
御
小
納
戸
、
寛
政
三
年
従

五
位

下
周
防
守

、
同
六
年
御
使
番

で
、
妻

は
清
定
女
、
後
妻

は
堀
八
郎
右
衛
門
直
安

女

で
あ
る
。

従

っ
て
田
沼
、
新
見
、
石
谷

の
三
家
は
密
接
な
関
係

に
あ
る
。

意
知
以
外

の
田
沼
意
次

の
子
女

に

つ
い
て
は
、
意
知

の
次

の
女
子

は
西
尾
隠
岐
守
忠
移
妻

で
あ
る
。

ー

(637
)

範
西
尾
忠
移
と
養
子
忠
善

は

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
忠
移

は
延
享
三
年
生
、
明
和
二
年
嫡
子
、
同
三
年
凌
明
院
殿
拝
謁
、
従

五
位
下
山
城
守
、

天
明

二
年
封
襲
、
遠
江
国
横
須
賀

、
三
万
五
〇
〇

〇
石
、
隠
岐
守
、
同
四
年
奏
者
番

で
(

「室

は
田
沼
主
殿
頭
意
次
女
」

で
あ
る
。
養
子
忠
善

は
明
和
五
年

生
、
「実

は
牧
野
備
後
守
貞
長
が
四
男
」

で
、
前

記

の
通

り
㈱
牧
野
貞
長
は
天
明
四
年

に
老
中

で
あ
る
。
天
明

二
年
養

子
、
同

四

年
湊
明
院
殿
拝
謁
、
従

五
位

下
、
右
衛

門
佐
、
寛

政
二
年
右
京
亮

に
改

め

て
い
る
。
こ
れ
は
横
須
賀
相
良
街
道

で
連
絡

し
て
い
る
城
主

で
あ

る
。

次

の
女
子
は
井
伊
兵
部
少
輔
直
朗
妻

で
あ

る
。
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ー

(737
)

「寛

政
譜
」

に
よ
る
と
延
享

四
年
生
、
宝
暦

一
〇
年
嗣
、
同

一
一
年
遺
領
継

、
越
後

国
与
板
、
二
万

石
、
同

=
二
年
湊
明
院

鵬
井
伊
直
朗

は

ぐ
殿
拝

謁
、
従

五
位
下
兵
部
少

輔
、
明
和
七
年
奏
者
番
、

天
明
元
年

西
城
若
年
寄

で
、

「室

は
田
沼
主
殿
頭
意
次

が
女
」
と
な

っ
て
い
る
。
大
老

㈱
井
伊
掃
部
頭
直
幸
と

の
関
係

は
、
直
朗

の
姉

が
直
幸

室
、
も
う

一
入

の
姉
が
直
幸
養
女

で
あ
り
、
直
朗

の
子
直
広

は
実
井
伊
掃
部
頭
直
幸

八

男

で
あ

る
。
与
板
、
彦
根

の
両
井
伊
家
は
密
接

な
関
係

に
あ
り
、
共

に
田
沼

の
政
権

に
参
加

し

て
い
る
。

(
837
)

意
次

の
四
男
意
正
は
駿
河
国
沼
津

の
㈱
水
野
出
羽
守
忠
友

の
養
子
水

野
忠
徳

で
あ

る
。
「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
宝
暦
九
年
生
、
安
永

三
年
養

子
、
同
四
年
凌

明
院
殿
拝

謁
、
従

五
位
下
中
務
少
輔
、
天
明

六
年
九
月

五
日
に
帰

っ
て
い
る
。
こ

の
養

子
縁
組
は
田
沼
と
水

野
の
強
力
な
盟
友

関
係
を
示

し
て

い
る
。
忠
徳
離
婚
後

は
天
明
六
年

一
二
月

一
八
日
に
岡

野
肥
前
守
知
暁

二
男
が
養
子
水

野
忠
成

に
な

っ
て

い
る
。

つ
ぎ

に
新
見
豊
前
守
正
則
女

が
養
女

に
な
り
大
岡
兵
庫
頭
忠
喜
継
室

に
な

っ
て
い
る
。

(937
)

大
岡
忠
喜

は

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
元
文

二
年
生
、
宝
暦

三
年
惇
信
院
殿
拝
謁
、
従

五
位

下
兵
庫
頭
、
同

一
〇
年
遺
跡
、
武
蔵
国
岩
槻

、

二

万
石
、
奏
者
番
、
安
永
八
年

職
を
辞

し
、
天
明

二
年
致
仕

で
、
「
継
室

は
田
沼
主

殿
頭
意
次

が
養
女
」
と
あ
る
。
し
か
し
土
方
雄
年
は

「寛

政

(初
)

譜
」

に
よ
る
と

「
田
沼
主
殿
頭
意
次

が
養
女
を
嬰
る
」
と
あ

る
か
ら
、
大
岡
は
離
婚

し
た
訳

で
あ

る
。

土
方
雄
年

は
宝
暦
元
年

生
、
同
八
年
遺
跡
、
伊
勢
国
薦
野
、

一
万
二
〇
〇
〇
石
、
明
和
四
年
湊
明
院
殿
拝
謁
、
従

五
位
下
近
江
守
、
安

永
九

(
147

)

年
致
仕

、
寛
政
元
年
卒

で
あ

る
。
雄
年

の
養
子
雄
貞

は

「寛

政
譜
」

に
よ
る
と
実

田
沼
主
殿
頭
三
男

で
あ
る
。

土
方
雄
貞

は
宝
暦

一
三
年

生
、
安
永

八
年
養

子
、
同
九
年
凌
明
院
殿
拝
謁
、
封
襲
、
従

五
位

下
丹
後
守
、
天
明
二
年
卒

で
あ

る
。

(
247

)

七
男
は
九
鬼
隆
貞

の
養
子
隆
禎

で
あ
る
。
九
鬼
隆
禎
は

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
明
和

二
年

生
、
安
永
八
年
養
子
、
天
明
元
年
遺
領
継
、
丹
波

国
綾
野
、

一
万
九
五
〇
〇
石
、
湊
明
院
殿
拝
謁
、
同
二
年
従

五
位
下
大
隅
守
、
同
七
年
卒

で
あ
る
。

(347

)

意
次

の
孫

に

つ
い
て
は
、
意
明
は

「寛

政
譜
」

に
よ
る
と
天
明

四
年
嫡
孫
承
祖
、
同
七
年

一
〇
月

二
日
祖
父
蟄
居

の
際

に
家
督
と
し
て
陸
奥

国
信
夫
郡
、
越
後
国
頸
城
郡

の
内

で

一
万

石
、
相
良
城
公
収

、
出
仕
止

、
恩
免

、
寛
政
三
年
拝
謁
、
同
上
止
、
同
上
許
、
従

五
位
下
淡
路
守
、

(
447

)

同

八
年
大
坂

城
守
衛
副

、
卒

で
、
室

は
織

田
左
近
将
監
信
浮
女

で
あ

る
。
織

田
信
浮

は

「寛

政
譜
」

に
よ
る
と
出

羽
国
高
畠
、

二
万
石

で
、
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(
547
)

「
意
明
卒

し

て
の
ち
家

へ
か

へ
る
」
と
あ

る
。

つ
ぎ

に

「
寛
政
譜
」

に
出

て
来
な

い
婚

姻
が
あ
る
。
森

山
孝
盛

「
自
家
年
譜
」

の
天
明

四
年
三

月
二
五
日

の
条

に
、
佐

野
善
左
衛

門

一
件

に

つ
い
て
去

る
二
四
日
と

し
て

「備
後
守
殿
平
川
口
6
直

二
主
殿
頭
屋
敷
江
被
罷
越
、
右
之
趣
被
演

説
候
由
肺
鰍
塒
澱
簸
緻
粧
澱
頭
」
と
あ
る
。

(647

)

ま
た
天
明
四
年
刊

「武
鑑
」
の
田
沼
主
殿
頭
意
次
の
項
に
は

「御
嫡

田
沼
龍
助
、
御
内
室

大
田
備
後
守
資
愛
娘
」
と
あ
る
。
龍
助
は
意

(747

)

明

の
事

で
あ
る
。

つ
ぎ

に
天
明
五
年
刊
、
出
雲
寺

和
泉
橡
版

「大
成
武
鑑
」

に
は
矢
張
り

「御
嫡

田
沼
龍
助
、
御
内
室
太

田
備
後
守
資
愛
娘
」

(
粥
)

で
あ

る
。

そ
し

て
寛
政

二
年
刊
、
須
原
屋
茂
兵
衛
版

「
寛
政
武
鑑
」

の

「
田
沼
淡
路
守
意

明
」

の
御
内

室
は
空
白

で
あ

る
。
鋤
太

田
資

愛

の

(
9拠
)

「寛
政
譜
」

に
は
養
女
は
な

い
。

こ
の
婚
姻
は

「
寛
政
譜
」

で
は
抹
消

さ
れ

て

い
る
。

(
057

)

意
明

の
弟
意
壱

は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
寛
政
八
年

に
意
明
嗣
と
な
り
遺
領
を
継

で
い
る
。

(
徊
)

意
知

は
意
致
女
子
を
養
女

と
し
て

い
る
。
「寛
政
譜
」

に
は
稲
葉
播
磨
守
正
武

に
嫁
し
、
離
婚
し

て
土
方
大
和
守
義
苗

室

に
な

る
と
あ

る
。

(
257
)

稲
葉
正
武

は

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
安
房
国
館

山
、

一
万
石
で
、
養
女

に

つ
い
て
の
記
事

は
な

い
。

(
357

)

土
方
義
苗

は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
実
木

下
縫
殿
助
俊
直

二
男

で
、
天
明
二
年

雄
貞
養
子
、
遺
跡
、
寛
政

八
年

拝
謁
、
従
五
位

下
大
和
守

で

あ
る
。
田
沼
、
土
方
両
家
は
三
代

に
わ
た
り
関
係

が
あ

る
。

(
457

)

意
致

の
子

に

つ
い
て
は
、
長
女
は
能
勢

河
内
守

頼
徳

に
嫁
し

て
い
る
。
能
勢
頼
徳
は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
頼
忠

の
子
頼
継

が
死
亡
し
た

の

で
孫
頼
徳

が
継

い
で
い
る
。
御
小
性
。
能
勢
、
田
沼
両
家
は
深

い
関
係

で
あ

る
。

(5拓

)

二
女

は
山
本
若

狭
守
正
富
妻

で
、
山
本
正
富
は

「寛
政
譜

」
に
よ
る
と
九

〇
〇
石
、
西
城
御

目
付

で
あ
る
。

(
657
)

(窃

)

長
男
意
英
は

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
寛
政
八
年
遺
跡
、
寄
合
、
妻
は
小
普
請
組
支
配
、

二
五
〇
〇
石
、
山

口
勘
兵
衛
直
良
養
女

で
あ
る
。

四
女

は
前
記

の
田
沼
意
知
養
女

で
あ
る
。

(
857

)

次
男

は
稲
生
兵
庫
頭
正
方
養
子

で
あ
る
。
稲
生

正
方
は

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
御
小
性
組
番
士
、

一
五
〇
〇
石

で
あ

る
。

(弱7

)

六
女

は
西
尾
充
太
郎
政
温
妻

で
、
西
尾
政
温
は

「寛
政
譜

」
に
よ
る
と
御
書
院
番
、

=

○
○
石
で
あ
る
。



天明二年 「三春行楽記」前後23

(
067

)

七
女
は
植
村
岩
太
郎
正
養
妻

で
、
植
村

正
養
は

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と

五
〇
〇
石

で
あ

る
。

以
上

の
婚
姻

は
元
紀
伊
家
臣

を
中
心
と
し
た
将
軍
側
近
と

の
も

の
、
及
び
幕
閣
中
枢
と

の
婚
姻
養

子
、
最
後

に
外
様

小
大
名
と

の
も

の
で
あ

る
。
譜
代
大
名

と

の
政
略
結
婚

は
田
沼
派

の
形
成
、
要
職
確
保

に
役
立

っ
て

い
る
。

こ
の
婚
姻
養

子
は
田
沼
意
次

の
御
役
御
免

で
急
変
す

る
。

(
167
)

「自
家
年
譜

」
天
明
六
年
九

月
五
日
の
条

に

一
同

五
日
水

野
出

羽
守
養
子

中
務
少
輔
離

縁
義
絶
之
披
露
有
之

中
務
少
輔
主
殿
頭
次
男
也
、
差
続
而
周
防
守
、
掃
部
頭
、
其
外
井
伊
兵
部
少
輔
、
牧
野
越
中
守
、
太
田
備
後
守
を
は
し
め
、
続
有
之
又
者
縁
物
之

面
ヒ
者
、
離
縁
義
絶
、
又
者
両
敬
断
、
通
路
不
致
類
、
諸
大
名
五
十
三
軒
、
御
旗
本
倍
臣
迄
不
残
義
絶
也
、
周
防
守
、
兵
部
少
輔
者
互
之
息
女
不
幸

之
処
改
葬
有
之
、
位
牌
を
乗
物

二
入
送
返
ス
ト
云
也
、
主
殿
頭
屋
敷
江
隠
目
付
ヲ
被
付
候
由
、
其
外
御
三
家
方
6
隠
目
付
を
披
出
候
事
数
十
人
之
由

と
あ

る
。

こ
こ
で
は
㈹
水
野
出
羽
守
、
㈹
松
平
周
防
守

、
㈱
井
伊
掃
部
頭
、
⑬
井
伊
兵
部
少
輔
、
㈱
牧
野
越
中
守
、
㈹
太

田
備
後
守
、
諸
大

(
267
)

名

五
三
軒
と
旗
本
、
陪
臣

が
手

を
切

っ
て

い
る
。
松
平
周
防
守
、
井
伊
兵
部
少
輔

は
息
女

の
墓
を
改
葬
し
位
牌
を
送
り
返
し

て
い
る
と
し

て
い

る
。

(鵬
)

天
明
丙
午

(六
年
)

=

月
朔
叙
、
林
泰
教

「
星
月
夜
萬

八
実
録
」
巻
之
拾
は
、
松
平
周
防
守

の
改
葬
、
水

野
出
羽
守

の
養
子
離

縁
、
井
伊

兵
部
少
輔
、
働
西
尾
隠
岐
守

の
室
離
縁
を
記
し
、
他

に
勢
州
薦
野
在
所
土
方
彦
吉

(義
苗
)

に

つ
い
て

「
右
は
主
殿
頭
娘
を
以
近
江
守
唯
年
室

と
す
、
近
江
守

死
去

、
継
母
離
縁
、
彦
吉

儀
主
殿
頭
末

男
故
是
も
離
縁
被
仰
渡
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
確
認
出
来
な

い
。
松
平
康
福
女

、

西
尾
忠
移
室

、
井
伊

直
朗
室
は
前
記

の
通
り

「寛
政
譜
」

に
は
出

て
こ
な

い
。

(理

「星
月
夜
萬

八
実
録
」

に
天
明
六
年
八
月
二
七

日
に
田
沼
意
次

に
御
役
御
免
、
雁

の
間
、
稲
葉
越
中
守
正
明

に
御
役
召
放
.
三
千
石
御
取
上

の
仰

付

の
席

で
は
、

そ

の
前

に
主
殿

頭
宅

で
密

談

し
将

軍
代
替

り

に
際

し

て
結

束
を
誓

い
姓
名

血
判
し

た
連
中

は
、

「
主
殿
頭
荷
憺
随
従

の

面

々
に
も
始

の
言
葉

に
相
違

し
、
手

に
汗
を
握
り
け
る
。
中

に
も
松
平

下
総
守

〔桑
名
城
主
也
〕
荷
澹

の
第

一
連
判
状

の
筆

頭
故

に
申
訳
難
立
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事
を
察

し
、
籟

に
切
腹
有

し
と
也
」
と
あ
る
。

(
567
)

松
平
下
総
守
は

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
忠
啓
、
延
享

三
年
生
、
宝
暦

一
三
年
嫡
子
、
湊
明
院
殿
拝
謁
、
従

五
位
下
駿
河
守
、
明
和

八
年
封
襲
、

伊
勢
国
桑
名
、

一
〇
万
石
、

下
総
守

、
安
永
元
年
従

四
位
下
、
同

五
年
溜

の
間
、
侍
従
、

天
明
六
年

一
二
月

一
〇
日
卒

で
あ
る
。
「
星
月
夜
萬

八
実
録
」
は
同
年

=

月
朔
日
叙

で
あ

る
か
ら
、
没
日
が
合
致

し
な

い
が
、
同
年

で
あ
り
、
切
腹

か
ど
う
か
は
別

に
し
て
松
平
忠
啓

が
田
沼
派

の
巨
頭

で
あ

っ
た
事

は
考
え

て
よ

い
だ

ろ
う

。

ハ

田
沼
意
次

の
知
行
、
領
知

田
沼
意
次

の
知
行
、
領
知

に

つ
い
て
確
認
出
来
な

い
が
、
相
良

町
史
料
館

「相
良
藩

(田
沼
意
次
)

の
所
領
」
、
川
原
崎
次
郎

「
相
良
藩

(田

(667

)

沼
氏
)

の
所
領
」
な
ど

に
よ
り
考
察
す

る
。

ω
上
総
国
武
射
郡

に

つ
い
て
は
不
明

で
あ

る
。

②
下
総
国
匝
嵯
郡
、
㈲
同
国
香
取
郡

に

つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
。

(
窟
)

ω
相
模
国
高
座
郡

に

つ
い
て
は
、
蓼
川
村
小
柳
家
文
書

の

「寛

政
八
年
丙
辰

八
月
日

五
郡
邑
敷
」

は
、
寛
延
元
年
頃
作
成

さ
れ
寛
政
八
年

写
と
考
え
ら
れ
る
が
、
郡
内

の
知
行

は
小
動
村

(
一
給
)
、
本
蓼
川
村

(
一
給
)
、
岡
田
村

(三
給
)
と

し
て
い
る
。

(867

)

「綾
瀬
市
史
」

に
よ
る
と
享
保

一
八
年
九
月

に
小
動
村

、
本
蓼
川
村
、
大
住
郡

戸
田
村

は
父
田
沼
意
行

の
知
行

に
な
り
、
天
明
二
年

に
小
動

(967
)

村
、
本
蓼
川
村

は
幕
領

に
な
る
。
な
お
田
沼
意
次

は
元
文

五
年

に
七
三
力
条

の
地
頭
法
を
公
布
し

て
い
る
。

(
柵
)

㈲
相
模

国
大
住
郡

に

つ
い
て
は
、

「厚
木
市
史
」

に
よ
る
と
戸
田
村

は
享
保

一
八
年

に
田
沼
領

に
な
り
、
安
永
八
年

一
〇
月

に
は
七
給

で
あ

る
。

(
m
V

㈲
相
模
国
愛
甲
郡

に

つ
い
て
は
、

「厚
木
市
史
」

に
よ
る
と
、
船
子
村

、
長
谷
村
は
宝
暦
五
年

に
田
沼
領

に
な
り
同
九
年

に
幕
領

に
な
る
。

船
子
村

は
四
給

、
長
谷
村

は
五
給

で
あ

る
。

(
277

)

ω
相
模
国
足
柄
下
郡

に

つ
い
て
は
、

「綾
瀬
市
史
」

に
よ
る
と
、
小
船
村
、
中
村
原
村
、
上
町
村
、
小
竹
村

で
あ

る
が
、
時
期
な
ど
は
不
明
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で
あ

る

。

(
377
)

㈹
駿
河
国
益
津
郡

に

つ
い
て
は
、
安

永
六
年

四
月

二

一
日

の
加
増

で
あ

る
。

「焼
津
市
誌
」

に
よ

る
と
近
世
初
期
か
ら
鰯
ケ
島
村
、
城
之
腰

村
、

北
新

田
村

、
新

屋
村

の
四
力
村

が
焼
津
港

又
は
柳
津
港

と

い
わ
れ
た
と
あ

る
。
元
文

五
年
七
月

一
五
日
調

「
田
中
城
主
本
多
侯
領
分
村

(477

)
別
」

の
益
津
郡

に
は
前
記

四
力
村
と
焼
津
村
、
焼
津

北
村

に
○
印

が
あ
り
、

「○
印

は
御
用
上
ケ
地

な
り
」
と
あ
り
、
全
体

の
末
尾

に

「安
永

七
年

戌
五
月
よ
り
領
分

益
津
郡
の
内
」
、
「
天
明

二
年
秋

よ
り
領
分

駿
東
郡
の
内
」
と
し

て
八
力
村

が
あ

る

の
で
、
御
用
上
ケ
地
は
同
年

に
田

(
577
)

沼
領

に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ

に
天
明
六
年
、
ひ

の

へ
午

八
月
七
日
写
、
与

五
郎
新

田
八
三
郎

「
相
良
御
領
分
村
名
庄
屋
名
付
」

に
前

記
六
力
村

が
あ

る
の
で
同
年
迄
田
沼
領

で
あ
る
。

(珊
)

「焼
津
市
誌
」

に
よ
る
と
、
六
力
村
は
寛

政
年
代

に
は
幕
領

で
あ
る
が
、
新

屋
村

、
焼
津
北
村
、
焼
津
村

は
文
政
五
年

か
ら
沼
津
藩
水

野
出

羽
守
領
、
城
之
腰
村
、
鰯
ケ
島

村
は
引
続
き
幕
領
、
北
新
田
村

は
寛

政

一
二
年
か
ら
田
中
藩
領

で
あ

る
。

㈲
駿
河
国
志
太
郡

に

つ
い
て
は
、
安
永

六
年

四
月

二

一
日
に
加
増
さ
れ

て
い
る
。
元
文

五
年

「
田
中
城
主
本
多
侯
領
分
村
別
」

に
は
本
中
根

村
、
上
小

田
村

、
大
島
村
、

一
色
村
、

禰
宜
島
村
、
小
川
村
、
稲
川
村

の
七
力
村

が
○
印
御
用
上
ケ
地

で
あ
る
。

つ
ぎ

に
天
明
六
年

「
相
良
御
領
分
村
名
庄
屋
名
付
」

に
は
大
嶋
村
、
本
中
根
村
、
上
小
田
村
、

一
色
村
、
禰
宜
島
村
、
与
惣

二
村
、
小

川
村
、

長
左
衛
門
新
田
、
五
郎
右
衛

門
新

田

の
九
力
村
が
あ
る
。
ら

(
777

)

「静
岡
県
志
太
郡
誌
」
は
禰
宜
島
村
、
大
島
村
、
本
中
根
村
、

一
色
村

、
小
川
村
は
天
明
元
、

二
年

か
ら
田
沼
領
、
同
七
年
又
は
寛
政
年
代

か
ら
幕
領
と
し

て
い
る
。

こ
れ
は
天
明
元
年

か
ら
同
七
年
迄
と
考
え

て
よ

い
だ
ろ
う
。
安
永
六
年
加
増
と

の
関
係
は
不
明

で
あ
る
。
稲
川
村

は

田
中
藩
領

で
あ
り
、
○
印

は
誤
記

か
別
関
係
と
考
え
ら
れ
る
。
前
記
五

力
村

は
文

政
五
年
か
ら
沼
津
藩
水

野
出
羽
守
領

で
あ
る
。

(
877
)

以
上

の
駿
河
国
分

は
田
中
藩
領

か
ら

の
も

の
で
あ

る
。
こ
れ
に

つ
い
て

「
星
月
夜
萬
八
実
録
」
巻
之
七

に
は
次

の
通
り

で
あ

る
。

説
日
主
殿
頭
御
加
増
有
度

々
に
、
諸
国
御
代
官
よ
り
其
土
地

の
、

よ
う
敷
所
を
相
選
是
を
知
ら
せ
、
諮
ひ

に
及
び
け
る
也
、
依

て
主
殿
頭

き

當
時

四
万
七
千

石
領
す
と

い

へ
共
、
凡
拾
万
石
余

こ
も
む
か

い
し
よ
し
、
意
次

に
領
地
漸
ら
れ
し
内

に
、
難
儀

の
第

一
は
本
多
孝
之
助
也
、
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じ
よ
う

で

ん

ノ

駿
州

こ
て
壱
万
石
程

の
処
代

々
領
地
也
。
是
上
田

に
し
て
二
万
石
余

こ
も
向

ひ
し
処
也
、
然

を
意
次

へ
被

下
壱
万
石

の
場
所
替
地
被
下
る

也
。
依

て
難
儀
困
窮
致

さ
れ
し
也
。

こ
こ
で
は
代
官
と

田
沼
意
次
が
悪
役
だ
が
、
意
次

の
跡
も
大
部
分
は
幕
領
と
沼
津
藩
領

で
五
十
歩
百
歩

で
あ

る
。

こ
れ
は

「
朧
策
雑
収
」
中

(977
)

の
享
和
二
戌
年
八
月
付
、
植
崎
九
八
郎

「乍
恐
御
仕
法
」
に
あ
る
松
平
遠
江
守
領
分
に
つ
い
て
が
参
考
に
な
る
。
左
の
通
り
で
あ
る
。

明
和
六
己
丑
年
風
と
尼
ケ
城
附
の
内
兵
庫
津
西
宮
辺
御
取
上
、
播
州
三
郡
の
内

へ
村
替
被
仰
付
、
此
儀
如
何
の
訳
合
に
御
座
候
哉
、
(中

略
)
、
元
御
勘
定
奉
行
石
谷
淡
路
守
長
崎
奉
行
に
て
往
来
仕
兵
庫
津
西
宮
辺
豊
饒
の
地
の
様
子
を
見
請
、
帰
着
の
上
其
節
の
御
老
中
へ
申

立
、
播
州
の
内

へ
村
替
被
仰
付
、
豊
饒
の
兵
庫
津
西
宮
辺
を
ば
御
料
所
に
相
成
候
事
の
由
に
御
座
候

(087

)

こ

の
明
和
六
年
尼
崎
藩
領
灘
目
地
方

の
上
知
と
、

田
沼
意
次

の
駿
州
領
知
は
、
兵
庫
津

、
西
宮

と
焼
津

の
規
模

は
異

る
が
似
た
面
が
考
え

ら

れ
る
。

⑩
遠
江
国
榛
原
郡

は
相
良

の
あ
る
郡
で
あ
る
。
宝
暦
八
年
九
月
三
日
、
同

一
二
年

二
月

一
五
日
、
明
和
四
年
七
月
朔
日
、
安
永
六
年

四
月
二

一
日
、
天
明
五
年
正
月

二
九

日
に
加

増
さ
れ
、
安
永
六
年

分
以
外
は
後
述
す

る
遠
江
国
城
東
郡
と
同
時

で
あ
る
。
安
永

元
年
正
月

一
五
日
に
遠

江
国
分
領
知
五
〇
〇
〇
石
を
割

い
て
三
河
国

に
移

し

て
い
る
。

つ
ぎ

に
天
明
六
年

閏

一
〇
月
五
日
と
同
七
年

一
〇
月

二
日

に
全
部
収
め
ら
れ

て

い
る
。

(187

)

宝
暦
九
年
卯

四
月
付

、
村

々
庄
屋
、
組
頭
、
百
姓
代
宛
、
御
役
所

「
村

々
申
渡
之
覚
」

に
は
四
力
町
、
三
六
力
村
が
み
ら
れ
、
全

て
榛
原
郡

で
あ

る
。
内
容
は
大
部
分
が
養
蚕
奨
励

で
、
他

に
漆
木
、
毒
荏
桐

の
奨
励

が
あ

る
。
領
内

の
山
方

で
は
蚕

は
余

り
盛

で
な

い
。
畑
方
は
春
か
ら

秋

は
麦

の
み
で
あ
る
が
、
養
蚕

に
よ
り
麦
刈
入
れ
過
ぎ

に
は
糸

が
出
来

る

の
で
凶
年

の
心
当

に
な

る
と
し
、
養
蚕

が
成
功
す
れ
ば
全
国

の
動
き

の
内

に
位
置
付

け
ら
れ
る
と
し
て
次

の
通
り

で
あ
る
。

一
真
綿
性
合
宜
、
京
都
登
糸
又
者
絹
紬
等
織

な
ら
ひ
村

々
仕
立
候
様

二
相
成
候

得
者
、
所

々
市
町
等
江
京
大
坂

6
商

人
多

入
込

、
甚
以
大
造

之
助
成

二
相
成
事

二
候
、
既
奥
州

辺
之
儀
江

戸
者
不
及
申
、
京
都
又
者
上
州
、
信
濃
、
越
後
辺

6
茂
大
勢
糸
買
商

人
入
込
、
所

々

二
而
買
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入
候
問
、
甚
百
姓
助
成
多

所
柄
候
、

蚕

が
百
姓

の
助
成

に
な

る
の
は
生
産
地
と
大
都
市
商

人
と

の
物
流

の
内

で
と
し

て
い
る
。

後
書

に
は
、
領
知

は
浜
方

で
は
無
高

の
者

が
多
く
漁
業

と
塩
、
荒
布
等

の
稼
を
し
、
換
金

可
能

の
た
め
そ

の
日
暮

ら
し
で
あ

る
。
こ
れ
は

一

般

の
百
姓
も
同
様
と

み

て
い
る
。
浜
方
、
里
方

の
村
は
持
山

が
な

い
の
で
薪
が
払
底
し
、
山
方

で
は
換
金

の
た
め
伐
荒
す
と
み
て
い
る
。
、

(
287
)

養
蚕

に

つ
い
て
は
、
明
治

=

年

二
月
刊
、
勧
農
局

「
明
治
九
年
全
国
農
産
表
」

に
よ
る
と
、
遠
江
国
榛
原
郡
八
十

四
ケ
村

の
繭

は
九

二
五

(
387

)

斤
、
中
算
価
格
八
三
銭
、
生
糸

は

一
二
二
斤
、
八
円
七

五
銭

で
あ
り
、
同

一
二
年

二
月
刊

「明
治
十
年
全
国
農
産
表
」

に
は
榛
原
郡
六
拾

八
ケ

村

は
繭

は

一
三
七
斤
、

五
六
銭

八
厘
、
生
糸

は
二

一
斤

、
四
円
七
六
銭
七
厘

で
あ
る
か
ら
成
功

し
て

い
な

い
。

こ

の
宝

暦
九
年

「
村

々
申

渡
之
覚
」

は
田
沼
意
次

が
大
名

に
な

っ
た
最
初

の
遠
江

国
分
領
知

を
示
し

て

い
る
だ

ろ
う
。

つ
ぎ

に
天
明

六
年

「
相
良
御
領
分
村
名

庄
屋
名
付
」

は
町

が
含
ま

れ
て

い
な

い
が
駿

河
、
遠
江
両
国
分
領
知

の
最
終
時
期

を
示

し

て

い
る
。

こ
の
後

の
申

(天
明

八
年
)

八
月
付

、
野
田
松
三
郎
様
御
役
所
宛

、
三
河
国
宝
飯
郡

・
遠
江
国
城
東
郡
、
榛
原
郡

・
駿
河
国
益
津
郡
、
志
太
郡
村

々
代
兼

「御
吟
味

(7

)

二
付
申
上
候
書
付
」

は
天
明
六
年

の
も

の
に
準
ず

る
も

の
で
あ

ろ
う

。

以
上

の
宝
暦
九
年

と
天
明
六
年

を
対
比
す
る
と
、
村
内

の
組
、
方

、
給
な
ど
を
正
確

に
は
把
握

で
き
な

い
が
次

の
通
り

に
な
る
。

㈲
宝
暦
九
年
か
ら
天
明
六
年

迄
領
知

の
分

相
良
町
、
同
前
浜
町
、
福

岡
町
、
波
津
村
、
須

々
木
村
、
男
神
村
、
地
頭
方
村
、
落

居
村
、
東
萩
間
村
、
西
萩
間
村

、
蛭
ケ
谷
村
、
黒
子

村
、
坂
井
村

、
法
京
村
、
大
磯
村
、
堀
切
村
、
永
代
七
郎
左
衛

門
分
、
下
庄
内
村
、
朝
生
村
、
柿

ケ
谷
村
、
神
之
郷
村
百
姓
分
、
上
庄
内

村

、
永
代
村

、
西
中
村
、
西
山
寺
村
、
女
神
村
、
海
老
江
村
、
松
本
村
、
徳
村
、
大
寄
村
、
白
井
村
、
堀
之
内
村
、

㈲
宝
暦
九
年

に
あ
り
、
あ

る
時
期

に
領
知

で
な
く
な
る
分

堀

野
新

田
村
、
法
士
村
、
大
沼
村
、
大
ケ
谷
村
、
星
久
保
村
、
沼
伏
村
、
初
倉
村

◎

あ
る
時
期
か
ら
天
明
六
年

迄
領
知

の
分
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平
田
村
、
鬼
女
新

田
村

、
薪
庄
村
、
笠
名
村
、
園
村
、
菅
ケ
谷
村

、
中
西
村
、
和

田
村
、
東
中
村
、
道
場
村
、
中
村
、
柏

原
村

、
源
十
新

田
、
川
崎
町
、
南
原
村
、
色
尾
村
、
青
池
村

、
四
之
宮
村
、
道

上
四
ノ
宮
村
、
拾
石
嶋
新

田
、
住
吉
新
田
、
下
吉

田
村
、
上
吉

田
村
、
九

左
衛
門
新

田
、
青
柳
村
、
上
新

田
村
、
上
小
杉
村
、
下
小
杉
村

⑪
天
明
六
年

に
あ

っ
て
同
八
年

に
な

い
領
知

の
分

植
松
村

⑭
天
明
六
年

に
な
く

て
同
八
年

に
あ
る
領
知

の
分

柏
原
町
、
徳
松
村

(
587
)

こ
の
領
知

の
分
布
を
明
治

五
年

一
〇
月

の
静
岡
県
大
小
区
制

の
小
区
に

つ
い
て
み
る
と
次

の
通
り

で
あ

る
。

宝

暦
八
年
↓
天
明
六
年

、
領
知
村

数
/
小
区
村
敷

で

一
五
小
区
は

3
/

7
↓

5
/

7
、

一
六
小
区
は

4
/

4
↓

4
/

4
、

一
七
小
区

は
18
/

24
↓

24
/

24
、

一
八
小
区
は

9
/

25
↓

13
/

25
、

一
九
小
区
は
2
/

12
↓

6
/

12
、

二
〇
小
区
は

0
/

10
↓

5
/

10
、

二

一
小
区
は

0
/

0
↓

0
/

0
、

二
二
小
区

は
0
/

6
↓

3
/

6
、

;

二
小
区
は

2
/
12
↓

2
/
12
で
、
こ
れ
を
明
治

二
二
年

三
月

の
町
村
名

で
示
す
と
宝
暦

八
年

に

は
相
良
町
を
中
心

に
し
て
御
前
崎
村

、
地
頭
方
村
、
菅
山
村
、
萩
間
村

で
あ
り
、
次

に
川
崎
町
、
勝
問
田
村
が
纏
り
、
少

し
が
坂
部
村
、
初
倉

村

で
あ
る
。
天
明
六
年

に
は
相
良
町
、
御
前
崎
村
、
地
頭
方
村
、
菅
山
村
、
萩

間
村
、
川
崎
町

が
中
心

で
、
勝
問
田
村
、
坂
部
村

、
吉

田
村
が

こ
れ

に

つ
ぎ
、
最
後

に
初
倉
村
、
志
太
郡

の

一
部

が
あ

る
。
矢
張
り
城
下
町
を
中
心

に
し

て
纏

め
よ
う
と
し
て

い
る
だ

ろ
う
。

(687

)

領
知

の
加
増
時
期

に

つ
い
て
は
、
O
天
保
四
年

=

月
以
降
、
元
治

二
年
写

「
相
良
年

代
記
」
、
⇔
天
保

=

年

一
月
以
降
、
明
治

一
八
年

(
787

)

(
糊
)

}
月
写

「遠
江
国
榛
原
郡
相
良
開
關
之
基
」
、
日
嘉
永
六
年

一
二
月
以
降
、
長
谷

川
十
兵
衛
主

「
三
城
発
端
上
細
記
」
が
あ
る
。
O
と
⇔
は
大

略

同
内
容

で
あ

る
。
内
容

に
は
若

干
問
題
が
あ

る
。

こ
れ
ら
と
角

川
日
本
地
名
大
辞
典
編
纂
委
員
会

・
竹
内
理
三
編

「角

川
日
本

地
名
大
辞

典
」

22
静
岡
県

(以
下

「地
名
大
辞
典
」
巻
敷
と
略
記
す
る
V
、
下
中
邦
彦
編

「
静
岡
県

の
地
名
」

日
本
歴
史
地
名
大
系

22

(以
下

「地
名
大
系
」
巻

(
7

)

数
と
略
記
す
る
)
、
「静
岡
県
榛
原
郡
誌
」
、

「静
岡
県
志
太
郡
誌
」
に
よ
る
加
増
年
代
は
確
定

で
き
な

い
。
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⑪
遠

江

国

城
東

郡

に

つ
い

て
は
、

天
明

六
年

「
相
良

御

領

分
村

名

庄

屋
名

付

」

に
次

の
村

名

が
あ

る
。

(

)
内

は
庄

屋
敷

を

示

す
。

上

比

木

村

(
2
)
、

南

比

木

村

(2
)
、

比

木

村

(2
)
、

下
比

木

村

(
2
)
、

上
朝

比
奈

村

(
4
)
、
新

野
村

(
1
)
、

高

橋

村

(
2
)
、
河

東

村

(3
)
、

赤

土

村

(
1
)
、
古

谷

村

(1
)
、

川

上
村

(3
)
、

目
木

村

(1
)
、

猿

渡
村

(
1
)
、

棚

草
村

(2
)
、

下
内

田
村

(2
)
、

　　　
　

中
方
村

(1
)
、
神
尾
村

(
3
)
、
留

田

(2
)
、
吉
沢
村

(
1
)
、
丹
野
村

(1
)

つ
ぎ
に
天
明

八
年

「
御
吟
味

二
付
申
上
候
書
付
」

で
、
前
記
六
年
分
と
異
な
る
村

は
次

の
通
り

で
あ
る
。

川
上
村

(
1
)
、

下
内

田
村

(
1
)
、
冨
田
村

(1
)
、
神
尾
村

(
2
)
と
庄
屋
が
減
少

し
、
中
方
村

の
代
り

に
沢
水
加
村
が
入

っ
て
い
る
。

(
097

)

こ

の
両
年
分
を

「
地
名
大
辞
典
」

22
で
加
増
時
期
を

み
る
と
次

の
通
り

で
あ
る
。

A
宝
暦

八
年

新

野
村

、
河
東
村
、
冨
田
村
、
沢
水
加
村

B
宝
暦

一
二
年

上
比
木
村
、
南
比
木
村
、
比
木
村
、

下
比
木
村
、
高
橋
村
、
赤
土
村
、
古
谷
村
、
川
上
村
、
目
木
村
、
猿
渡
村
、
棚
草

村
、

下
内

田
村
、
吉
沢
村
、
丹
野
村

C
不
明

上
朝
比
奈
村

、
中
方
村
、
神
尾
村

前
記

の
通

り
宝
暦

八
年
加

増
は
な

い
か
ら

A
は
C
に
入
る
事

に
な
る
。
ま
た
榛
原
郡
を
含

め

て
安
永
元
年

に
領
知

で
な
く
な

っ
て
い
る
村
分

に
つ
い
て
は
確
認

で
き
な

い
。

つ
ぎ

に

「
三
城
発
端
上
細
記
」
、

「遠
江
国
榛
原
郡
相
良

開
關
之
基
」

に
よ
る
加
増
時
期
は
次

の
通
り

で
あ

る
。

A
宝
暦

一
二
年

上
比
木
村

、
南
比
木
村

比
木
村

、
朝
比
奈
村
、
高
橋
村
、
赤
土
村
、
西
方
村

B
明
和

四
年

古
谷
村

、
目
木
村
、
猿
渡
村
、
棚
草
村
、
吉
沢
村
、
内
田
村
、
丹
野
村
、
神
尾
村

C
明
和
四
-
九
年

赤
土
村
、
上
平
川
村

D
明
和
六
-
九
年

赤
土
村
、
加
茂
村
、
本
庄
村

E
天
明
五
年

川
上
村
、
新
野
村
、
内

田
村
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こ
こ

で
は
朝
比
奈
村

で
上
朝
比
奈
村

で
な

い
。
内

田
村
も
下
内

田
村

で
な

い
。
赤

土
村
が
混
乱

し
て

い
る

の
か
、
給
、
組

の
問
題
か
も
不
明

(
197

)

で
あ
る
。
ま
た
西
方
村
、
加
茂
村
、
本
庄
村
、
上
平
川
村
は
初
出

で
あ
る
。
両
者

の
確
定
は
今
後
考
え
た

い
。

⑫
三
河
国
宝
飯
郡

に

つ
い
て
は
、
三
河
国
で

の
加
増
は
安
永
元
年
正
月

一
五
日

に
額

田
郡
、
宝
飯
郡
、
渥
美
郡
、
天
明
五
年

正
月

二
九

日

に

宝
飯

郡

で
あ

る
。
そ
し

て
天
明
六
年
閏

一
〇
月
五
日
、
翌
七
年

一
〇
月

二
日
に
総

て
収
公

さ
れ
る
。

天
明
八
年

「
御
吟
味

二
付
申
上
候
書
付
」

の
宝
飯
郡
分
村
名

は
次

の
通
り
で
あ

る
。

国
府
村
、
灰
野
村
、
金
割
村

、
大
塚
村
、
御
馬
村
両
組
、
為
當
村
両
組
、
森
村

、
伊
奈
村

、
日
色
野
村
、
前
芝
村
、
青
木
新

田
、
山
内
新

(
297

)
田
、
梅
藪
村
、
下
佐
脇
村

、
上
佐
脇
村

(
397

)

(
窟
)

(
窺
)

つ
ぎ

に

「曲豆
橋
市
史
」
は
前
芝
村
、
日
色
野
村
、
下
五
井
村

、
瓜
郷
村

と
し
、

「豊
川
市
史
」
は
国
府
村
、
森
村
、
「
小
坂
井
町
誌
」
は
伊
奈

(
7
)

(
斯
)

(鵬

)

村
、
「
御
津
町
史
」
は
御

馬
村

、
上
佐
脇
村
、
下
佐
脇
村
、
灰
野
村
、
金
割
村
、

「蒲
郡
市
誌
」
は
大

塚
村
、
平

田
村
、
「
音
羽
町
誌

」
は
下
五

井
村

、
瓜
郷
村
、
萩
村
と

し
て

い
る
。

(
997
)

以
上
と

「角

川
日
本
地
名
大
辞
典

」

23
愛
知
県
、
「
愛
知
県

の
地
名
」

日
本
歴
史

地
名
大
系

23
に
よ
り
領
知
時
期
を
考
え

る
と
次

の
通
り

で

あ

る
。A

安
永
元
年
-

天
明
七
年

国
府
村

、
灰
野
村

、
金
割
村

、
森
村
、
下
佐
脇
村

、
上
佐
脇
村

、
萩
村

B
安
永
元

⊥

二
年

瓜
郷
村

、
下
五
井
村

C
安
永
元
-

天
明
元
年

御
馬
湊

(幕
領
分
)

D
安
永
三
年
-

天
明
七
年

大
塚
村

、
伊
奈
村

、
日
色
野
村
、
前
芝
村
、
青
木
新

田
、
山
内
新
田

E
天
明

ニ
ー
七
年

御
馬
村

(全
部
)

F
不
明

平
田
村
、
為
當
村
、
梅
藪
村

(008

)

(
108

)

「遠
江
国
榛
原
郡
相
良
開
關
之
基
」
に
よ
る
と
国
府
村
に
陣
屋
が
あ
る
。
「蒲
郡
市
誌
」
に
よ
る
と
田
沼
意
次
は
大
塚
村
に
安
永
三
年
九
月
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に
七

力
条

の
条
目
、
翌
四
年

に
七

一
力
条

の
条

目
を
出

し
て

い
る
。

(
蹴
)

御
馬
湊
は

「御
津
町
史
」
に
よ
る
と
東
三
河
の
幕
領
分
年
貢
米
の
積
出
港
で
あ
る
。
天
明
二
年
に
田
沼
領
と
な
る
五
旗
本
領
は
正
徳
五
年
九

(308

)

月

に
曲
渕
景
衡
、
間
部
詮
之

(兄
)
、
間
部
詮
衡

(弟
)
、
村
上
正
邦

(兄
)
、
村
上
正
直

(弟
)
が
加
増
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
「寛
政
譜

」
に

よ
る
と
字
句

に
多
少

の
相
異
は
あ
る
が
五
人

に
は

「
桜
田

の
館

に
を

い
て
文
昭
院
殿

に

つ
か

へ
た

て
ま

つ
り
、
小
性
を

つ
と
め
、
宝
永
元
年
十

二
月
西
城

に

い
ら
せ
た
ま

ふ

の
と
き

し
た
が
ひ
た

て
ま

つ
り
、
御
家
人

に
列
し
、

西
城

の
御
小
生
と

な
り
」
、
正
徳

五
年
九
月
六
日

「
三
河
国

(
408

)

宝
飯

郡

の
う
ち

に
を

い
て
三
百
石

の
加
増
あ
り
」
と
あ

る
。
間
部
は
間
部
詮
房
が
長
男
、
詮
之

が
三
男
、
詮
衡
が
四
男

の
兄
弟
だ
が
、
異

父
兄

弟

で
三
、

四
男
は
実
西

田
久
右
衛

門
清
貞

子

で
あ

る
。
村
上

は
正
邦

、
正
直
共

に
実
宮
田
慎
左
衛
門
正
純

二
、
四
男

で
あ
る
。

(
踊
)

元
禄
八
乙
亥
年
九
月

「
甲
府
様
御

人
衆
中
分
限
帳
」

に
よ
る
と
、
間
部
詮
房
は

一
二
〇
〇
俵
、
御

用
人
並
、
間
部
宮
内

で
、
住
所

は
浜
御

屋

敷

で
あ

る
。

「御
奥
小
姓

御
用

人
支

配
」

一
二
人

の
内

に
、
間
部
詮
之
は

「寛

政
譜
」

に
は
な

い
名
前

だ
が
、
二
五
〇
俵
間
部
主
水
、
宮
内

一
所

に
当

た
る
だ

ろ
う

。
間
部
詮
衡

は
二
〇
〇
俵

間
部
図
書

宮
内

一
所

で
あ
る
。
村
上
正
邦
は
二
五
〇
俵

村
上
主
殿
、
村
上
正
直
は
二

五
〇
俵

村

上
久
米
之
助
、
曲
渕
景
衝

は
二
五
〇
俵

曲
渕
内
蔵
之
丞
と
あ
り
、
住
所

は
村
上
兄
弟
、
曲
渕
共

に
御
上
屋
敷
長
屋

で
、
兄
弟
は

同
居

し
て

い
る
。

間
部
詮
房
は
正
徳
五
年
九
月

に
は
老
中
格
、
高
崎

五
万
石

で
あ

る
。
年
貢
積
出
港

の
旧
奥
小
姓
分
知
行
化
は
旧
御
用
人
並
詮
房

の
力
が
あ

っ

た

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
田
沼
意
次

に
は
前
例
が
あ

っ
た
と
考
え

て
よ

い
だ
ろ
う
。

(
608
)

安
永

四
乙
未
年
孟
夏
序
、
林
自
見
正
森
述

「
三
河
捌
松
」
巻
之

一
に
、
寛
永
期

に
県
令
が
定

め
た
五
湊

の
現
状

に

つ
い
て
次

の
通
り
で
あ
る
。

大
浜
、
碧
海
郡
、
大
湊

ニ
テ
繁
昌

ノ
所
也
、
今

二
万
石
、
水
野
出
羽
守
領
分
。

鷲
塚
、
碧
海
郡
、
是
又
繁
昌

ニ
テ
、
富
家

ア
リ
。

平
坂
、
大
湊

一一
テ
、
家
居
多

ク
繁
昌
也
。

犬
飼

、
宝
飯
郡
、
是

ハ
竹
谷

ノ
小
名
也
。
五
ケ

ノ
湊

ノ
内
、
小
湊

ナ
リ
。
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御

馬

、
宝

飯
郡

、

是

モ
中

ノ
湊

也

。

(
㎝8

)

大
浜

は
矢
作
川

の
下
流

に
あ
り
、
東

で
鷲
塚
村

に
接

し
て

い
る
。
明
和

五
年

に
幕
領
か
ら
大
浜
藩

領
に
な
り
翌
六
年
陣
屋
が
置
れ
た
。
安
永

六
年

駿
河
国
沼
津
藩
領
、
明
治
元
年

上
総
国
菊
間
藩
領
と
な

る
が
、

こ
れ
は
藩

主

の
転
封

の
た
め
で
、

一
貫
し

て
水

野
家
領
、
陣
屋
地

で
あ

る
。

こ
の
時
期

の
藩
主

は
田
沼
派

の
水
野
忠
友

で
あ
る
。

(
808

)

(鵬

)

鷲

塚
は
矢
作

川
右
岸

に
あ
る
。
天
明

二
年

に
幕
領

か
ら
沼
津
藩
領

に
な
り
、
明
治
元
年
菊

間
藩
領

で
あ

る
。
「
碧
南

市
史
」

に
よ
る
と
西
端

藩

、
刈
谷
藩
、
幕
領

の
年
貢
米

の
江
戸
積
出
港
は
鷲
塚
と
御
馬

に
限
ら
れ
て

い
た
。

(
018

)

(細

)

平
坂
は
幡
豆
郡
で
西
尾
藩
領
、
矢
作
川
河
口
に
あ
る
。
西
尾
城
下
の
外
港
で

「西
尾
町
史
」
に
よ
る
と
挙
母
藩
、
岡
崎
藩
の
年
貢
米
積
出
港

(
218

)

で
あ
り
、
江
戸
海

運
と
矢
作
川
水
運

の
結
節
点

で
も
あ
る
。
「御
定
杭

一
件

に
付
き
記
録
」

に
あ

る
平
坂
村
宛
と
推
測

さ
れ
る
寛
政
九
年
、
赤

坂
役

所

「湊
由
緒
」

に
は
、
各

国

で
は
御
高
札

・
御
定
杭

の
湊
は
ニ
ヵ
所

で
あ

る
が
、
三
河
国

で
は
五
ケ
所

に
定
め
ら
れ

て
い
る
。
従

っ
て
湊

に

つ
い
て
は
御
料
、
私
料
共

に
領
主

の
自
由

に
は
な
ら
な

い
。
領
主

転
封

が
あ

っ
て
も
替
ら
ず
公
儀

の
湊

で
あ
る
と

し
て

い
る
。
御
高
札

・
御

定
杭

の
湊

は
宿

で
村
方
は
領
主
、
宿

駅
は
幕
府

で
あ

る

の
と
同
様
だ

ろ
う
。

(
318

)

(418

)

犬
飼

は
竹
谷
村

の
内

に
あ
る
。
竹
谷
村

は
幕
領
か
ら
享
保

三
年

に
旗
本
四
給
地

に
な

っ
て
い
る
。

「寛
政
譜
」

に
よ
る
と
、
竹
本
正
綱
、
富

松
重
基

、
林
重
好

、
桑
島

政
周

は
共

に
紀
伊
家

で
吉
宗

に
仕
え
、
享
保
三
年

に
御
家
人

に
列
し
た
際

の
知
行

で
あ
る
。
竹
本

は

「
正
綱
泥
近

の

身

と

い
ひ
」
と
あ
り
、
富
松
、
林
、
桑
島

は
共

に
吉
宗
母
巨
勢
氏

の
江
戸
下
向

に
従

い
、
享
保

三
、

五
、
八
年

に
死
亡

し
て
い
る
。

こ
れ
は
正

徳
期

の
御
馬
村
と
同
様

の
事

が
、
将
軍

の
力

に
よ
り
享
保
期

に
も
あ

っ
た
事
を
示
し

て
い
る
。

(
518
)

⑬

三
河

国
額

田
郡

に

つ
い
て
は
、
長
嶺
村
は

「地
名
大
辞
典
」

23
は
安
永

元
年
相
良
藩
領
、
翌
二
年
吉

田
藩
、
幕
領
相
給
と

し
、
「
地
名
大

系
」

23
は
安
永
元
年
相
良
藩
、
幕
領
相
給
、
同
三
年
相
良
藩
分

は
吉
田
藩
領
と
し

て
い
る
。

こ
の
他

に

つ
い
て
は
確
認

し
て
い
な

い
。

(
618

)

⑯

三
河
国
渥
美
郡

に

つ
い
て
は
、
「
渥
美
町
史
」
は
相
良
藩
領
と
し

て
、
八
王
子
村
、
村
松
村
、
馬
伏
村

、
保
美
村
、
小
塩
津
村
、
石
神
村
、

(
718
)

伊
良
湖
村

、
江
比
間
村
、
宇
津
江
村
を
あ
げ
、
東
堀

切
村
を
推
測

さ
れ
る
と
し

て

い
る
。

{,渥
美
郡
史
」
は
東
七
根
村
、
西
伊
古
部
村
、
保
美
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(
818

)

村
、
馬
伏
村

、
伊
良

湖
村
、

「豊
橋
市
史
」
は
西
伊
古

部
村

、
東

七
根
村
、
寺

沢
村

、
小
島
村
を
あ
げ

て

い
る
。
こ
れ
ら
と

「地
名
大
辞
典
」

(
918

)

23
、

「
地
名

大

系

」

23
に

よ

っ
て
領

知
時

期

を

み
る

と
次

の
通

り

で
あ

る
。

A
安
永
元
⊥

二
年

寺
沢
村

、
小
島

村

B
安
永
元
年
-

天
明

二
年

八
王
子
村
、
村
松
村

、
馬
伏
村
、
保
美
村
、
小
塩
津
村

、
石
神
村
、
伊
良
湖
村
、
江
比
間
村
、
宇
津
江
村

、

東
堀
切
村
、
東
七
根
村

、
西
伊
古
部
村

(028

)

(
泌

)

⑮
和
泉

国
南

郡

に

つ
い
て
は
、
「
阪
南
町
史
」

は
磯
之
上
村

を
あ
げ

て
い
る
。
和
泉
国

の
加
増
は
天
明
元
年
七
月

一
五
日

で
あ
り
、
同
六
年

一
〇
月
五
日

に
収
公

で
あ

る
。

(
228
)

㈲
和
泉
国

日
根
郡

に

つ
い
て
は
、

「阪
南
町
史
」

は
領
知
と
し

て
兎
田
村
、
別
所
村

、
新
家
村
、
吉
見
村
、
中
小
路
村
、
男
里
村
、
尾
崎
村
、

(梛
)

新
村
、
波
有
手

村
、

下
出
村
、
黒

田
村
、
中
村
、

石
田
村
、
自
然
田
村

を
あ
げ

て
い
る
。

「泉
南
市
史
」
は
新
家
村
、
別
所
村
、
兎

田
村
、
中

(428

)

小
路
村
を
あ
げ

て

い
る
。

こ
れ
ら
と

「角

川
日
本
地
名
大
辞
典
」

27
大
阪
府
、

「大
阪
府

の
地
名

1
」
日
本
歴
史
地
名

大
系

28
に
よ
る
と
、
南

郡

の
磯
之

上
村
を
含

め

て
、
中
村
が
不
明

で
あ
る
が
、
他

は
総

て
天
明
二
i
六
、
七
年

が
領
知
時
期

で
あ

る
。

こ
れ
ら

は
判
明
分

で
は
幕
領
か

大
坂
城
代
役
知

か
ら
で
あ

る
。

「
阪
南
町
史
」

に
よ
る
と
、
天
明
元
年

の
加
増

で
あ

る
が
現
地

で
の
所
領
引
渡

は
同

二
年
七
月

=

二
日

で
、
最
初

は
磯
之
上
村

に
陣
屋
、

つ

い
で
大
坂

に
京
橋
役
所
を
置

い
て
い
る
。
従
来

の
検
見
制

を
定
免
制

に
し
た
結
果
年
貢
は
増
額

し
た
が
、
不
作
、
凶
作

に
は
減
免
せ
ず
拝
借
金
、

下
げ
金
、
夫
食
代
金

下
付

で
処
理
し

て
い
る
。
天
明
四
年

に
日
根
郡

五
力
村
、
奥

日
根
郡
八

力
村

は
年
貢

の
村
買
請
を
認

め
ら
れ
た
が
、

田
沼

家

の
三
分

の

一
直
段
以
上

の
指

示

に
対

し
、
泉
州
米
、
大
坂
堂
島

の
筑
前
米

・
肥
後
米
直
段

で
両
者
攻
防

が
あ
り
、
肥
後
米
直
段

に
二
匁

五
分

増
で
、
決
着

し

て
い
る
。
現
在

の
労
資

の
賃
銀
交
渉
を
連
想

さ
せ
る
と
共

に
、
米
相
場

の
浸
透
を
考
え
さ
せ
る
。

(
528

)

「星
月
夜
萬
八
実
録
」
巻
之
七
は

「又
泉
州
岸
和
田
城
主
岡
部
美
濃
守
領
地
せ
る
佐
野
村
と
云
処
七
千
石
の
場
所
也
、
錐
然
万
石
余
に
む
か

い
其
上
冨
貴
の
町
人
、
飯
野
次
郎
右
エ
門
飯
野
左
太
郎
唐
金
杯
と
い
へ
る
名
高
き
有
徳
人
有
り
」
「然
を
此
度
七
千
石
加
増
二
付
、
御
代
官
風
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祭
甚

三
郎

よ
り
佐

野
村

の
儀
申
来
け

る
に
依

て
、
早
速
裳

に
て
七
千
石
被

下
置
候
様

こ
と
美
濃
守

へ
は
御
替
地
可
被

下
と
沙
汰

お
よ
び
け
る
」

と
し

て

い
る
。
七
〇
〇
〇
石
加
増

は
安
永
六
年
遠
江
、
駿
河
両
国

で
あ

る
か
ら
、
天
明
元
年

の
誤
り

で
あ
る
。
田
沼
家
老
各
務
久
左
衛
門
が
岸

和
田
藩
浪

人

で
、

こ
の
事
を
岸
和

田
藩

に
内
報

し
た

の
で
、
岡
部

は
前
記
三
町
人
を
譜
代

に
召
抱
え
、
紀
州
侯

の
参
府

で
の
岸
和

田
休
息

の
際

に
頼

み
、
事
済

に
な

っ
た
と
し

て
い
る
。
佐

野
村
は
田
沼
領

の
近
く

に
あ
る
。

㈲
河
内
国
若

江
郡

に

つ
い
て
は
、
河
内

国
は
天
明

五
年
正
月

二
九

日
加
増
、
翌
六
年

閏

一
〇
月

五
日
収
公

で
あ

る
。

「地
名
大
辞
典
」

27
、

(
8
)

「
地
名
大
系
」

28
に
よ
る
と
、
天
明
五
-
七
年

が
稲

田
村
、
中
新

田

(鴻
池
中
新
田
)
、
不
明
が
川
俣
村

で
あ
る
。

稲

田
村

、
川
俣
村
は
在
郷
剣
先
船

の
楠
根

川
筋
船
着
場

で
あ
り
、
中
新
田
は
鴻
池
善
右
衛
門
所
持
地

で
、
北
と
東

で
鴻
池
新

田
に
連
な
る
。

(
728
)

(
謝

)

⑯
河
内
国
河
内

郡

に

つ
い
て
は
、

「枚

岡
市
史
」
は
六
万
寿
村
、
池
島
村

を
あ
げ

て
い
る
。

「地
名
大
辞
典
」

27
、

「地
名
大
系
」

28
に
よ
る

と
、

天
明
五
ー
七
年
が
池
島
村
、
六
万
寿
村

で
、
不
明
が
中
新
開
村

で
あ

る
。
池
島
村

は
在
郷
剣

先
船

の
恩
地
川
船
着
場

で
あ
る
。

和
泉
、
河
内
両
国

の
村

は
大
坂
城
代
、
京
都
所
司
代

、
京
都
守
護
職
な
ど

の
役
知

に
な

っ
て

い
る
事

が
多

い
。

二

明
治

三
年
貢
米
積

出
湊

(928

)

明
治
三
年
閏

一
〇
月
日
二
九

日
に
大
蔵
省
は
府

県
、
預
所

ア
ル
諸
藩
宛

に
法
令
第
七
八
五
、

「午
年
貢
米
廻
漕
運
賃
百
石
當

ノ
額

ヲ
定

ム
」

を
出

し
て

い
る
。
内
容

は
第

一
五
-

一
八
表

の
通
り

で
あ
る
。
前
文

に

「
別
紙

ノ
通
廻
船
差
配
人
申
立
候

二
付
」
と
あ
る
か
ら
実
態
だ

ろ
う
。

そ
し

て
表
示

の
地
名

は
近
世
後
期

に
も
同
様
だ

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
北
陸
筋

は
表

で
は
東
廻
航
路
だ
が
近
世

に
は
西
廻
航
路
だ

っ
た
筈

で
あ

る
。

(
脚
)

梅
村
又
次

「創
業
期
財
政
策

の
発
展
i
井
上

・
大
隈

・
松
方
1
」

は
貢
米
販
売
価
格
を

一
石
當
り
七
円

五
〇
銭
と

み
て
、
北
陸
筋

か
ら
海

上

運
賃

は
そ

の

一
七
%
と
當

る
と
し
、
「
さ
ら

に
資
料

の
え

ら
れ
な

い
港
湾
ま

で
の
河
川
な

い
し
陸
送
運
賃

、
倉
敷
料
、
船
積
卸
賃
、
検
査
収
納

な
ど

の
事
務
費

、
輸
送
中

に
生

じ
る
欠
損
米

や
海
難
等

々
を
考
慮
す

る
な
ら
、
米
納
制

の
も
た
ら
す
徴
税
費
は
余
り

に
も
大
き
な
負
担
と

い
わ

ね
ば

な
ら
な

い
」
と

し
て
い
る
。
此
処

で
は
第

一
八
表

の
東
海
道
筋

が
田
沼
意
次

の
領
知

と
関
係
す
る
地
域

で
あ

る
。
貢
米

の
海
上
運
賃
は
桑
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第15表 庚午 貢米瀬戸 内筋御 米百石運賃 表

地 名 東京運賃 大阪廻海上運賃

金 両 分 朱 金 両 分 朱
堺浦 67-1-0

川口 73-0-0

西宮,兵 庫 ss-o-o

播磨 68-3-0 23-1-0

美作 s9-1-o 25-0-0

讃岐 .:// 25-3-0

備中 71-3-0 25-3-0

豊後 72-3-0 32-3-0

原浦 75-0-0 75-0-0

中津 76-0-0 76-0-0

中須賀 77-2-0 77-2-0

日向 78-1-0 39-1-0

筑前 73-0-0 36-2-0

筑後 84-3-0 5d-2-0

肥前 74-2-0 37-3-0

石見 78-1-0 39-1-0

丹後 101-0-0 61-2-0

第16表 庚午貢米北国筋御米百石海上運賃表

地 名 東京雇 大阪雇船 大阪廻船

金 両 分 朱 金 両 分 朱 金 両 分 朱
羽前 酒田 125-1-0 137-2-0 88-3-0

越後 新潟,海 老江,沼 垂 126-2-0 129-1-0 83-2-0

越後 柏崎,出 雲崎 129-1-0 126-2-0 81-3-0

越後 今町 137-2-0 125-1-0 80-3-0

佐渡 夷 138-3-0 124-0-0 80-3-0

佐渡 大石 140-0-0 122-3-0 79-1-0

越前 三国 151-1-d 111-2-0 70-2-0
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第17表 庚午貢米奥州筋御米百石海上運賃表

地 名 運 賃
1内 海上運賃

内無難船御手當1

金 両 分 朱 金 両 分 朱 永 文 金 両 分 朱 永 文
函館 93-3-0 84-1-0125 9-1-0125

石巻,寒 風沢 69-0-0 62-2-U100 6-3-0150

江ノ網 64-3-0 58-1-025 6-1-0225

小名浜,中 ノ作 62-0-0 55-3-050 6-0-0200

平潟
1

55-1-0 53-1-075 5--3-0175

第18表 庚午貢米東海道筋御米百石海上運賃表

地 名 運 賃 運賃/販 売価

金 両 分 朱 %

桑名 41-1-0 5.5

御馬 37-0-0 4.9

掛塚,新 居,柳 津 30-0-0 4.0

清水 29-1-0 3.9

沼津 27-3-0 3.7

塩久津,三 津浦 25-2-0 3.4

仁科 22-2-0 3.0

松崎 22-1-0 2.9

下田 21-2-0 2.8



天明二年 「三春行楽記」前後37

名

の
五

・
五
%
か
ら
下
田

の
二

・
八
%
迄

で
あ

る
が
、
貢
米
輸
送
は
恒
常
的
な
も

の
だ
か
ら
御
用
商
入

に
と

っ
て
は
安
定
し
た
利
潤
源

で
あ
る
。

東
海
道
筋

の
湊

の
田
沼
時
代

の
領
主

は
、
桑
名

は
田
沼
派

の
松
平
下
総
守
忠
啓

で
あ
る
。
御
馬
は
田
沼
意
次

で
あ
り
、
遠
江
国
豊

田
郡
掛

塚

(
1

)

(蹴

)

は
天
竜

川
河

口
で
幕
領

で
あ

る
。

「静
岡
県
磐

田
郡
誌
」

は

「徳
川
時
代

に
於

て
は
、
御
用
船

の
命

を
受

け

て
、
伊
勢
桑
名
よ
り
幕
府
御

上
米

(
338

)

を
運
送

し
、
其
他
遠
江
全
国

の
物
産
は
殆
ど
本
町
を
経

て
集
散
し
、
唯

一
の
要
港

た
り
」
と

し
て

い
る
。
遠
江
国
敷
知
郡
新
居
は
吉

田
藩
領

で
、

(
438

)

天
明
八
年
ー
享
和
三
年
に
老
中
で
あ
る
松
平
伊
豆
守
信
明
が
藩
主
で
あ
り
、
校
訂
者
松
平
定
光
が
寛
政
五
年
老
中
退
職
後
間
も
な
い
頃
の
執
筆

(
538

)

と
推

測
し
て

い
る
松

平
定
信
著

「宇
下
入
言
」

に
、
天
明

五
年

に

「刎
頸

の
交

を
な
す
」
と
あ

る
内

の

一
人

で
あ
る
。

(
6

)

(7

)

駿
河
国
有
渡
郡
清
水
は
幕
領

(駿
府
町
奉
行
)
で

「静
岡
県
安
倍
郡
清
水
町
沿
革
誌
」
に
よ
る
と
米
穀
に
つ
い
て
、
弘
化
四
未
年

一
二
月
付
、

池
田
岩
之
様
御
役
所
宛
、
駿
州
有
渡
郡
清
水
港
元
諸
問
屋
三
拾
九
軒
惣
代
、
年
番
町
頭
、
年
寄

「御
尋
に
付
乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候
」
に
次
の

記
事
が
あ
る
。

一
米
穀
類
重
立
遠
州
相
良
、
川
崎
両
浦
其
外
よ
り
清
水
港
江
入
、
清
水
揚
致
し
、
駿
府
御
城
下
並
東
海
道
蒲
原
宿
よ
り
丸
子
宿
迄
宿
々
在
々

江
売
捌
取
賄
仕
来
候
、
且
又
御
大
名
様
御
休
泊
之
節
は
別
而
無
差
支
様
石
宿
々
江
売
捌
仕
候
、
依
之
諸
国
よ
り
入
込
之
米
穀
於
當
港
売
捌

不
申
て
は
御
用
御
差
支
に
相
成
候

(
8
)

こ
れ
に
よ
る
と
相
良
藩
、
川
崎
港

に
よ
る
掛
川
藩

の
貢
米

の

一
部

は
清
水

に
廻
漕

さ
れ
捌

か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
駿
河
国
駿
東
郡
沼
津
は

(9

)

沼
津
藩
領
で
、
田
沼
派
の
水
野
忠
友
が
藩
主
で
あ
る
。
塩
久
津
は
駿
河
国
駿
東
郡
で
明
治
二
二
年
以
後
は
静
浦
村
に
属
し
て
い
る
。
沼
津
藩
領

(
048

)

(脇

)

で
あ
る
。
「
静
岡
県
駿
東

郡
誌
」
は

「往
時
徳
川
時
代

に
は
、
此
地
貢
米
廻
漕
船
舶

の
定

繋
所

た
り

し
な
り
」
と
し

て
い
る
。
伊
豆
国
君
沢
郡

(4

)

(
脇
)

(
248

)

(脇

)

三
津
浦
は

「
地
名
大
辞
典
」

22
に
よ

る
と
幕
領
、

の
ち
旗
本
津

田
氏
領

で
あ

る
。
伊
豆
国
郡
賀
郡
仁
科

、
同
郡
松

崎
、
同
国
賀
茂
郡
下
田
は
幕

領

で
あ

る
。

従

っ
て
東
海
道
筋

は
桑
名

か
ら
下

田
迄

の
問

で
、
新
居
以
外

は
田
沼
意
次

の
勢
力

下
に
あ

っ
た

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

ホ

安

政
末
以
降

「
東
海
道
宿
村
大
概
帳
」

の
米
津
出

し
湊
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道
中
奉
行
に
よ
る
と
推
測
さ
れ
る

「東
海
道
宿
村
大
概
帳
」
は
安
政
六
年
以
降
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
内
に

「宿
薙
之
部
」

「宿
6
宿
迄
往
還
通
間
之
村
雑
之
部
」
が
あ
り
、
米
津
出
し
関
係
記
事
を
整
理
し
た
の
が
第

一
九
表

「安
政
六
年
以
降

『東
海
道
宿
村
大
概
帳
』

(
6

)

に
み
え

る
米
津
出

し
関
係
表
」

で
あ

る
。

こ
こ
で
は
主
と
し

て
江
戸

へ
の
米

の
積
出

し
湊
を
み
る
。
従

っ
て
品
川
か
ら
亀
山
-

関
迄

の
地
域

で

あ

る
。
そ
れ
か
ら
西

の
地
域

に

つ
い
て
は
草
津
迄

は
琵
琶
湖

の
矢
橋

か
ら
大
津
、
膳
所
宛

に
送
ら
れ

て
い
る
。
大
津
は
米

の
琵
琶
湖
沿
岸

へ
の

積
出

し
港

で
も
あ

る
。
淀
-

守

口
は
伏
見
経
由

に
よ
る
京
都
、
又
は
直
接
大
坂

川
口
で
あ
る
。
大
坂

で
は
大
廻
り
で
江
戸
に
も

つ
な
が

っ
て

い

る
。江

戸
積

で
品
川
か
ら
藤
沢
迄
は
村
内
河
岸
か
ら
で
あ
り
、
藤
沢
か
ら
箱
根
迄

は
村
内
海
岸

か
ら

で
あ
る
。
以
後

の
三
島

か
ら
関
近
傍

が
此
処

で
は
直
接
関
係
す

る
地
域

で
あ

る
。
以
下
湊
を
中
心

に
、
安
永
七
年
焼
津
が
田
沼
領

に
な

っ
て
か
ら
を
み
る
。

伊
豆
国
塩
津

に

つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
。
水
野
忠
友
領
塩
久
津

の
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
。
駿
河
国
駿
東
郡
沼
津

は
水

野
忠
友
領

で
、
三
島

-

吉
原

の
取
扱
湊

で
あ
る
。
同
国
富
士
郡
吉
原
湊

の
取
扱

は
近
傍

の
み
で
、
清
水
湊

に
従
属

し

て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
小
須
湊
は

「吉
原
市

(
748

)

(脇

)

史
」

に
よ

る
と
吉
原
湊

の
こ
と

で
鮫
島
村

で
あ
り
、
旗
本
内
藤
氏
知
行

で
あ
る
。
同
国
有
渡
郡
清
水
は
幕
領

で
原
近
傍
-
丸
子
迄
、
小
須
と
蒲

原

は
清
水
経
由

に
な

る
事

が
あ

る
。
同
国
益
津
郡
焼
津
は
田
沼
領

で
岡
部
-
島

田
、
遠
江
国
榛
原
郡
川
崎

は
田
沼
領

で
金
谷
-

掛
川
、
同
国
同

(
脚
)

郡
相
良
も
田
沼
領

で
掛

川

の
み
取
扱

で
あ

る
。

(0

)

同
国
山
名
郡
福
田
は
幕
領
、
の
ち
横
須
賀
藩
領
で
移
行
時
期
は
不
明
だ
が
、
後
者
と
す
る
と
藩
主
西
尾
隠
岐
守
忠
移
は
田
沼
意
次
の
女
婿
で

(158

)

あ
り
、
袋
井
i
見
附
を
取
扱

っ
て

い
る
。
同
国
豊

田
郡
懸
塚
は
幕
領

で
見
附
近
傍

の
み
で
あ
る
。
同
国
敷
知
郡
新
居

は
三
河
国
吉
田
藩
領

で
浜

(2

)

(3

)

松
ー
白

須
賀
,
同
国
同
郡
今
切
入
江

は
恐
ら
く
新
居
と
同
じ
吉
田
藩
領

で
は
あ
る
ま

い
か
、
舞
坂
は
幕
領

で
共

に
舞
坂

の
み
取
扱

っ
て
い
る
。

(
8
)

三
河
国
宝
飯
郡
御
馬
は
田
沼
領
で
白
須
賀
-
藤
川
を
取
扱
う
。
同
国
碧
海
郡
鷲
津
、
同
国
幡
豆
郡
平
坂
は
藤
川
ー
知
鯉
鮒
を
取
扱
い
、
鳥
羽

(
558

)

湊
を
経
由
し

て
江
戸

に
積
出

し
て

い
る
。
鷲
津
は
水

野
忠
友
領
、
平
坂

は
西
尾
藩
領

で
あ

る
。

(
魔
U

7

r
⊃

5

)

西
尾
藩

に

つ
い
て
は
藩
主
松
平
乗
佑

は

「寛

政
譜
」

「柳
営
補
任
」

に
よ

る
と
、
宝
暦

一
〇
年
奏
者
番

、
寺
社
奉
行
、
明
和
元
年
三
河
国
西
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第19表 安政6年 以 降 「東海道宿村大概 帳」 にみえる米津 出 し関係表

宿 ・村 河 岸 ・湊 ・積 出先
米出村
宿間村 注 記

品川宿 品川宿壱丁裏河岸→江戸

品川一 川崎(村) 浜川町河岸,神 戸河岸,字 呑川 10/9 (1新 田は往還通 間之村 に入

河岸,古 川村河岸,雑 色村河岸 ってい ない)

玉川河岸→江戸

川崎宿 羽田村道川路→江戸

川 崎 一 神 奈 川 生麦村川岸,生麦村海辺→江 6/6

(村) 戸

神奈川宿 神奈川宿附海岸→江戸

神 奈 川一 保 土 ヶ 村内河岸→江戸 1/1

谷(村)

保土ヶ谷宿 神奈川河岸→江戸

保 土 ケ谷 一 戸 塚 保土 ヶ谷宿 河岸,同 宿 帷子川 6/6

(村) 河岸,森 村河岸→江戸

戸塚宿 神奈川宿川嶋河岸→江戸

戸塚一藤沢(村) 0/5 米の津出 しなし

藤沢宿 片瀬村河岸→江戸

藤沢一平塚(村) 鵠沼村河岸,須 賀浦,柳 嶋村河 1313

岸→江戸

平塚宿 大磯浦,須 賀浦→江戸

平塚一大磯(村) 0/1 米の津出 しなし

大磯宿 →相 州浦賀→江戸

大 磯 一 小 田 原 大磯浦,字 押切河岸,山 西村浦 5/14 5ヵ 村,外 村米の津 出 しな し

(村) →江戸

小田原宿 小 田原宿附浜手→浦賀,江 戸

小 田 原 一 箱 根 0/7 米の津出 しなし

(村)

箱根宿 米の津出 しなし

箱根一 三嶋(村) 沼津河岸→江戸 1/7 1ヵ 村,外 村米の津 出 しな し

三嶋宿 伊豆国塩津湊→江戸

三嶋一沼津(村) 沼津浜,(沼 津宿車輪河岸),沼 7/7

津河岸→江戸

沼津宿 沼津宿湊→江戸

沼津一原(村) 沼津 湊 一→江 戸 6/6

原宿 米の津出 しなし

原一吉原(村) 吉原 湊,沼 津 湊,清 水 湊(吉 原 8/15 8ヵ 村,外 村米津出 しな し

河岸)→ 江戸

吉原宿 清水湊→江戸

吉原一 蒲原(村) 吉原宿河岸,小 須湊(蒲 原湊), 1012 10ヵ 村,外 村米 津 出 しな し,*



蒲原宿

蒲原一 由比(村)

由比宿

由比一興津(村)

興津宿

興津一江尻(村)

江尻宿

江尻一府 中(村)

府中宿

府中一丸子(村)

丸子宿

丸子一 岡部(村)

岡部宿

岡部一藤枝(村)

藤枝宿

藤枝一 嶋田(村)

嶋田宿

金谷宿

金谷一 日坂(村)

日坂宿

日坂一掛川(村)

掛川宿

掛川一袋井(村)

袋井宿

袋井一 見附(村)

見附宿

見附一 浜松(村)

浜松宿

浜松一舞 坂(村)

浜 松 一 本 坂 通 気

賀(村 〉

舞坂宿

新居宿

新 居 一 白 須 賀

(村)

白須賀宿

白 須 賀 一 二 川

(村)

二川宿

清水湊→江戸

清水湊→江戸

清水湊・江戸江直送無之

清水湊→江戸

清水湊→江戸

清水湊→江戸

清水湊→江戸

清水湊→江戸

清水湊→江戸

清水湊→江戸

清水湊

焼津湊→江戸

焼津湊→江戸

焼津湊→江戸

焼津湊→江戸

焼津湊→江戸

川崎湊→江戸

川崎湊→江戸

相 良湊,川 崎湊→江戸

大池川岸,福 田湊→江戸

福 田湊→江戸

(字川尻)→ 福 田湊→江戸

懸塚湊,福 田湊→江戸

新居湊→江戸

今切入江,舞坂宿湊→江戸

往還 より東弐町余→江戸

新居湊→江戸

御馬湊→江戸

(吉田宿河岸〉→御馬湊→江戸

4/4

7/7

2/6

8/20

0/4

oil

3/4

7/9

Z/6

OX20

8/18

5/5

10/31

1×20

0/1

1/1

40

蒲原の他に小須の一部 も清水

経由

2ヵ 村,外 村米津 出 しな し

8ヵ 村,外 村米津 出 しな し

米の津出しなし

此宿之儀は駿府御蔵納

米の津出しなし

2ヵ 村,外 村米津 出 しな し

米の津 出 しな し

米の津 出 しな し

米の津 出 しな し

10ヵ 村,外 村米津出 しなし

米の津出 しな し

1ヵ 村,外 村米津出 しな し

米の津 出 しな し

米の津 出 しな し
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二川一吉田(村)

吉 田宿

吉 田一御油(村)

御油宿

赤坂宿

赤坂一藤川(村)

藤川宿

藤川一 岡崎(村)

岡崎宿

岡 崎 一 知 鯉 鮒

(村)

知鯉鮒宿

知 鯉 鮒 一 鳴 海

(村)

鳴海宿

鳴海一熱 田(村)

熱田宿

熱 田一 美 濃 路 名

古屋(村)

熱 田一 佐 屋 路 岩

塚(村)

桑名宿

桑 名 一 四 日 市

(村)

四 日市宿

四 日市 一 石 薬 師

(村)

石薬師宿

石 薬 師 一 庄 野

(村)

庄野宿

庄野一亀 山(村)

御馬村→江戸(伊 豆,尾 州)

御馬村湊→江戸

御馬湊→江戸

御馬湊→江戸

御馬湊(赤 坂宿又 は岡崎宿)→

江戸

(岡崎宿菅生川岸)→ 鷲塚湊→

江戸

(岡崎宿 菅生 川岸)→ 鷲塚湊,

平坂→鳥羽湊→江戸

(菅生川河岸)→ 平坂湊→鳥羽

湊→江戸

(矢作川字天王河岸,矢 作川河

岸,重 原川河岸,重 原村地内字

三ッ又土場)→ 平坂湊,鷲 塚湊

→江戸

熱田湊6保 田沖→江戸

沖字浜 の地 蔵,沖 字松 ヶ下→

大坂,鳥 羽,勢 州川崎,名 古屋,

江戸

四日市湊→江戸

四 日市湊→鳥羽,相 賀,江 戸

四日市湊(馳 出村浦方)→ 白子

若松浦→江戸

若松浦→江戸

(神戸)若 松浦→江戸

若松浦→江戸

若松浜,白子浜→江戸

0/5

3/9

2/4

3/5

9/14

0/9

O/4

oil

0/5

3/17

9/

1

9

1/2

7/8

米の津出 しな し

(伊豆,尾 州 と江戸 と並記 して

いる)

2ヵ 村,外 米米津出 しな し

(平坂 は江戸直送,鷲 塚 も直送

す る村あ り)

米の津出 しな し

米の津出 しなし

米の津出 しな し

米の津出 しなし

米の津出 しなし

米の津出 しな し

(500石 以 上 の船〉

(四日市 か ら江戸直送す る村

あ り)・

1ヶ 村,他 村米津出 しなし

7ヶ 村,他 村米津出 しな し
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亀山宿 米の津出 しな し'

亀 山一 関(村) 若松浜,白 子浜→江戸 5/5

関宿 米の津出 しな し

関一 坂下(村) 0/2 米の津 出 しな し

坂下宿 米の津 出 しな し

坂下一土山 水 口宿→矢橋,蟹 河坂下→矢 1/3 1ヶ 村,外 村米津出 しな し

橋

土山宿 米の津 出 しな し

土 山一水口(村) 矢橋→湖上 7×11 江戸江之船積なし

水口宿 石部,八 幡

水 ロー石部(村) 矢橋→大津 9/9 江戸江之船積なし

石部宿 山田浦,矢 橋浦

石部一草津(村) 矢橋湊一→大津 1313 江戸 江之船積 な し,其 外村 々

米津出 しなし

草津宿 矢橋→膳所

草津一大津宿 矢橋,橋 本村浜→膳所 10/16 10ヶ 村,外 村米津出 しな し

大津宿 →矢 橋 ,塩 津,今 津,大 浦,堅 田 江戸江海上運漕なし

船木,大 清,海 津,八 幡

大津一京都(村) 6×10 米津 出 しなし

大津一伏見(村) 0/9 米の津出 しな し

伏見宿 大坂江弁理之場所 に付別段 な

し

伏見一淀(村) 0/4 米 の 津 出 しな し,尤1ヶ 村

少 々あ り

淀宿 米の津出 しな し

淀一 牧方(村) 淀川→大坂川 口→江戸 8×13

鳥羽湊→伏見通→京都

牧方宿 牧方宿河岸→大坂,伏 見,江 戸

牧方一守口(村) 淀川河岸→大坂,伏 見 17/18

守口宿 大坂川口→江戸

()は 主 として経 由を示す
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(8

)

尾

に
移
封
、
大
坂
城
代
、
同
六
年
卒

で
あ

る
。
次

の
松
平
乗
完
は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
、
宝
暦
二
年
生
、
明
和

三
年
摘
子
、
同
五
年
俊
明
院

殿
拝
謁
、
従

五
位

下
左
衛
門
佐

、
同
六
年
遺
領
継
、
天
明
元
年
奏
者
番
、
同
七
年
寺
社
奉
行
兼
、
京
都
所
司
代
、
寛
政
元
年
老
職
、
同
五
年
卒

で
あ

る
。
従

っ
て
家
柄

で
、
格
別
田
沼
派

で
は
な

い
が
、
反

田
沼

で
も
な

い
だ

ろ
う
。

(958

)

(
068
)

尾
張
国
愛
知
郡
熱
田
は
尾
張
藩
領
で
熱
田
の
み
で
あ
る
。
伊
勢
国
三
重
郡
桑
名
は
桑
名
藩
領
で
田
沼
派
、
桑
名
の
み
で
あ
る
。
同
国
同
郡
四

(
168
)

(
蹴

)

日
市

は
幕
領

で
四
日
市
、

石
薬
師
を
取
扱
う
。
同
国
河
曲
郡
若
松

は
亀
山
藩
領

で
、
石
薬
師
ー
亀
山
を
扱
う
。
な
お
神

戸
は
湊
扱

い
の
記
述

に

(
368

)

な

っ
て

い
る
が
経
由
地
と
解
釈

し
た
。
藩
主

石
川
総
博

は

「
寛
政
譜
」

に
よ
る
と
、
宝
暦
九
年

生
、
安
永
五
年
養
子
、
遺
領
継
、
伊
勢
国
亀
山
、

六
万
石
、
凌
明
院
殿
拝
謁
、
同
六
年
従

五
位

下
日
向
守

、
寛
政
八
年
致
仕

で
あ

る
。

(
脳
V

同
国
奄
芸
郡
白

子
は
紀
州
領

で
、
庄

野
-
関
を
取
扱

っ
て
い
る
。
御
三
家

に

つ
い
て
寛
政

=

、
同

一
二
年
-

文
化

一
四
年

に
長
崎
オ
ラ

ン

(
568
)

ダ
商
館

に

い
た

ヘ
ン
ド
リ

ッ
ク

・
ヅ
ー

フ
は
、

一
八
三
三

(天
保

四
)
年
刊

「
日
本
回
想
録
」

に
、
「
凡

て
重
大
事
件

は
将
軍
と
御

三
家
即
ち

権
現

の
末
子

の
後
商

な
る
紀
州
、
水

戸
及
尾
張

の
諸
侯
と

の
会
議

に
よ
り
裁
決
せ
ら
る
。
彼
等

は
常

に
権

現

の
制
度

に
基
づ
き

て
決
定
せ
り
」

と
あ

る
。

以
上

に
よ

っ
て
み
れ
ば

「
東
海
道
宿
村
大
概
帳
」

の
米
積
出
し
湊

に

つ
い
て
は
、
新
居
が
吉

田
藩
領
、
熱
田
、
白

子
が
御
三
家

の
尾
州

・
紀

州
領
だ
が
、
老
中
田
沼
意
次

の
勢
力
が
強

い
と
考
え

て
よ

い
だ

ろ
う
。

(668

)

水

野
家
史
料

「御
代

々
略
記

二
」

に
よ
る
と
、
水

野
忠
友

の
養
子
水

野
忠
成
は
文
化

　
四
年
老
中
格

、
同

一
五
寅
年

二
月

一
九
日
勝
手
掛
、

文
政
元
寅
年

八
月

二
日
老
中
加
判

の
列

に
加
わ

っ
て
い
る
が
、
同
五
年

に
焼
津

の

一
部

が
沼
津
藩
領

に
な

っ
て
い
る
。
こ

の
事

は
老
中
田
沼
意

次

の
行
動

の
背
景
を
裏
付

け
る
も

の
で
は
あ

る
ま

い
か
。

へ

寛

政
元
年
御
城
米
御
直

雇
御
仕
法

(
768

)

松
平
定
信

「
宇
下
人
言
」

に
は
、
天
明
七
年

「未

の
夏

こ
ろ
は
夏

の
御
切
米
わ
た
さ
ん
に
も
御
空
倉
な
れ
ば

せ
ん
か
た
な
く
、
う
ら
賀
あ
た

り
ま

で
も
御
城
米

の
入
り
来

る
を
見
せ

て
、

入
津

す
れ
ば
そ

の
米
を
わ
た
し
け
り
」
と
あ
り
、
年
貢
米
輸
送
は
勘
定
奉
行
所

に
と
り
重
要

な
問
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題

で
あ

っ
た
。

(
868

)

ま
た
明
治
七
年

六
月
刊

「
明
六
雑
誌
」
九
号
所
載
、
津
田
真
道

「
運
送
論
」

に
は
、
東
京

の
米
価
騰
貴

の
原
因
を

「
目
今
政
府
台
湾

に
事
あ

り
、
わ
が
運
送
船
を
駆
り

て
こ
れ
を
行
軍

の
用

に
供

し
、
あ
た
か
も
米
穀
運
送

の

一
路
を
塞
げ
ば
な
り
」
と
し
、
政
府
が

「
か
え

っ
て
自

ら
本

国
京
師

の
港

口
を
封
鎖
す

る
に
類
似
す
」

と
あ

る
。
町
奉
行
所

に
と

っ
て
も
米

の
輸
送

は
重
大
な
問
題

で
あ

る
。

(
968

)

柚
木
學
氏
に
よ
る
と
、
寛
文
期
の
河
村
瑞
賢
に
よ
る
海
運
の
開
発
に
よ
る
幕
府
直
雇
直
送
方
式
か
ら
、
享
保
期
に
は
江
戸
廻
船
問
屋
筑
前
屋

(078

)

作
右
衛
門
差
配
に
よ
る
廻
船
問
屋
11
商
人
請
負
に
よ
る
雇
船
方
式
に
な
る
。
天
明
元
年
七
月
付

「御
触
」
に
は

「大
阪
船
割
御
代
官
懸
に
て
差

向
候
筈
屋
勘
左
衛
門
、
佃
屋
勘
左
衛
門
、
筑
前
屋
新
五
兵
衛
差
配
之
御
廻
米
積
船
」
と
あ
る
。
筑
前
屋
は
天
明
期
に
も
存
在
し
て
い
る
。

寛
政
元
年
に
は
廻
船
差
配
人
に
よ
る
直
雇
請
負
方
式
に
変
る
。
天
保

　
五
年
以
降
に
作
成
さ
れ
た
御
城
米
船
輸
送
に
従
事
し
た
役
吏
の
控
書

(㎝
V

で
あ

る

「廻
船
必
用
」
巻
之

一
に

「
運
賃
銀
増
減
之
事
」
と
し

て
次

の
記
事

が
あ
る
。

寛
政

元
丙
年

よ
り
苫

屋
久
兵
衛
、
網

屋
勘
左
衛

門
、
筑
前
屋
新

五
兵
衛

一
同
、
御
直
雇
御
仕
法
被
仰
付
、
是
迄
久
兵
衛
、
勘
左
衛

門
定
請

負
之
形
と
當
時
御
直
雇
之
方
と
差
引

、
年

々
弍
千
両
余
御
益
金
有
之
、

(下
略
)

右

の
苫
屋
、
網
屋
は
前
記
笛

屋
、
佃
屋

の
事
だ

ろ
う
。
筑
前
屋

は
廻
船
差
配
人

に
な

っ
て

い
る
。
江
戸
廻
船
問
屋
三
軒

に
よ
る
変
更

で
運
賃

が
金

二
〇
〇
〇
両
減
少

し
た
と
あ
る
。
寛

政
元
年

分
米

一
六
万
九
六
九

二
石
三
斗
七
升

八
合
六
勺
、
籾

二
万

五
六
八
〇
石
分

の
運
賃
金

三
万

〇

一
六
〇
両
、
永

二
五
文

の
計
算

で
あ

る
。
金

二
〇
〇
〇
両

の
御
益
金
だ
が
、
水
野
左
内
源
為
長
著
、
文
政

=
二
年

閏
三
月
日
田
内
親
輔
は
し
が

(278

)

き

「
よ
し

の
冊
子
」
十

一

(八
十
九

〈寛

政
元
年

〉
十

一
月
十

一
日
よ
り
)

に
よ
る
と
、

こ

の
直
雇
請
負
方

に

つ
い
て
の
交
渉
中

に
筑
前
屋
と

田
沼
時
代

か
ら

の
生
延
び
た
勘
定
奉
行
劒
久
世
丹
後
守
と

の
間

で
、
次

の
遣
取

が
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。

一

筑
前
屋
新

五
兵
衛
回
米

の
事

二
付
大

二
久
世
を
嘲
候
由
。
あ
な
た
方

ハ
殿
様

で
何
も
御
存

ハ
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。
六
萬
両

で
廻
候
庭
を
、

三
萬
両

で
も
ま

ハ
セ
バ
廻
し
ま
す
る
が
、
夫

で

ハ
三
萬
両
程

ハ
船
中

で
盗
ま
れ
ま
す

る
。
夫

よ
り

ハ
表
向

で
高

く
廻
し

て
、
人

二
悦
ば

セ

ま
す

る
が
よ
ふ
ご
ざ

る
。
そ
ん
ナ
細

か
ナ
事

ハ
御
存

ハ
ご
ざ
り
ま
す
ま

い
と
申
候

よ
し
。
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確

か

に
運
賃
金
は
三
万
両
余

で
あ
る
か
ら
若
干
問
題

は
あ

る
が
事
実
だ

ろ
う
。
表
向

の
制
度
は
変

っ
て
も
内
実

は
変

っ
て
い
な

い
。
田
沼
時

代
は
廻
船

問
屋

11
商

人
請
負

に
よ
る
雇
船
方
式

の
時
期

で
あ
り
、
実
務
担
當
者
は

こ
の
両
入
だ

っ
た
ろ
う

。

前

記

「
運
賃
銀
増
減
之
事
」

に
あ
る
運
賃
金

の
内
訳

に

「
是
迄

に
随
ひ
、
平
均
米
百

石
に
付
、
銀
三
拾
匁
宛
船
方
為
御
手
當
被

下
置
」
と
あ

(
378

)

る
に
當

る
も

の
が
、
「
廻
船
必
用
」
巻
之

二
に
あ
る

「
船
方
御
手
當
銀
御
定
之
事
」
と
考
え

ら
れ
る
。
末
尾

に

「右
之
通
御
定
法
有
之
」
と
あ

(478

)

り
、
内
訳

は
第

二
〇
表

「寛
政
期
米

百
石

二
付
船
方
御
手
當
銀
表
」

の
通
り

で
あ

る
。
地
域
と
経
路

に

つ
い
て
は

「
廻
船
心
得
方
之
事
」

の
内

に

「出

羽
国
、
越
後
国
、
能
登
国
江

戸
御
廻
米
積
船
之
義

は
、
東
海
、
西
海
廻
り
差
向
、
其
外

国

々
は
不
残
、
西
海

廻
り
に
て
御
座
候
」
と
あ

る
の
と
合
致

す
る
が
、
能
登

国
に

つ
い
て
は
今
後
考
証

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
船
方
御
手
當
が
出

て
い
る

の
だ
か
ら
表
示

の
地
域

に

つ
い
て

は
運
賃

が
定

め
ら
れ

て

い
た
筈

で
あ
る
。
運
賃

に

つ
い
て
は
明
治
三
年

の
第

一
六
表

に
類
似
し
た
も

の
が
考
え
ら
れ
る
。

(
578

)

次

に
寛

政
五
年

の

「御

城
米
江
戸
大
坂
御
廻
米
瀬
戸
内
運
賃
取
極
候
御
届
書
之
事
」

が
あ
り
第

二

一
表

「寛
政

五
年
米
百
石

二
付
瀬
戸
内
江

戸
大
坂
御

廻
米
運
賃
表
」

の
通
り

で
あ
る
。

こ
の
表

は
明
治
三
年

の
第

一
五
表
と
堺
浦
以
外
は
合
致

し
て

い
る
。

こ
れ

に
よ
り
前
記
明
治

三
年

大
蔵
省
法
令

は
幕
府

に
よ
る
も

の
の
引
継
と
考
え
ら
れ
、
寛
政
期
、

さ
ら

に
田
沼
時
代

に
も
同
様

の
も

の
が
あ

っ
た
と
考
え

て
よ

い
だ

ろ
う
。

こ
の
事

か
ら
老
中

田
沼
意
次

は
當
然

こ
れ
ら
全
国
的
廻
米
海
運
に
関
与
し

て
い
る
と
考
え

て
も
よ

い
だ

ろ
う

。

ト

噂
書

(
聡8

)

ぐ

遠

江
国
長
上
郡
木
舟
新

田
村
平
野
家
文
書

に
は
、
安
永

二
巳
年

二
月
付

、
小

田
助
九
郎
、
竹
内
佐
七
、
小
田
喜
三
郎

、
源
馬
七
郎
左
衛

門
、

平
野
又
右

衛
門

「仲
間
定
証
文
之
事
」
が
あ
り
、
正
米
売
買

の
会
所
を
取
立

て
商
売
す
る
事
を
定

め

て
い
る
。
平
野
家
は
米
取
引
、
薬
種
商
、

木
綿

取
引
、
旗
本
金
指
近
藤

氏
賄
方

で
あ
り
、
永
島
村
小
田
喜

三
郎

は
有
力
者

で
あ
る
。

駿
河
国
有
渡
郡
清
水

に

つ
い
て
は
、
明
和

二
酉
年

三
月
付
、
御
番
所
様
宛

、
清
水
港
惣
問
屋
、
町
頭
、
年
寄
、
名
主

「御
尋

二
付
乍
恐
書
付

(
778

)

を
以
奉
申
上
候
」
が
あ
り
、
江
尻
宿
吉
右
衛
門
、
助
右
衛
門
か
ら
の
新
規
米
問
屋
願
に
対
し
清
水
港
惣
問
屋
は
、
清
水
は
無
高
で
大
分
の
御
役

を
勤
め
る
の
を
理
由
に
近
浦
で
の
新
規
問
屋
に
反
対
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
。



第20表 寛政期米百石二付船方御手當銀表

積 江戸廻船 大坂廻 し

銀 匁 銀 匁

大坂川口 20 一

兵庫 17 一

播磨国 20 2

備中国 22 8

備中国笠岡 25 10

讃州 20 8

作州 22 S

作州原浦 27 13

豊前国中灘 中須賀 30 15

筑前国 25 12

肥前国 25 12

石見国 28 15

丹後国 30 15

出羽国 30 一

東海江戸廻 し
越後国 50 一

東海江戸廻し
出羽国 50 一

西海江戸廻し
越後国 38 20

越後国出雲崎,今町 35 一

能登国 一 Zo

越前国 33 Zo

佐渡国 一 25

46
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第21表 寛政5年 米百石二付 瀬戸 内江戸 大坂

御廻 米運賃表

積 江戸廻 大坂廻

銀 匁 銀 匁

川 口 570 一

西宮,兵 庫 510 一

播磨 570 200

美作 570 205

備中 590 210

讃岐 570 205

豊後 620 250

豊後原浦 sso 270

冬春 冬春
豊前中津 sso 310

冬春 冬春
豊前中須賀 710 330

筑前 650 320

肥前 670 330

石見 760 460

丹後 870 560
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(
胴
)

三
河
国
渥
美
郡
吉

田
以
東
、
清
水
迄

の
米
相
場
通
信

に

つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
渡
辺
久
雄

「
の
ろ
し
山
」
は
福
井
県

の
場
合

に

つ
い
て
狼
煙

-
遠
見
場
ー

旗
振
り
場
と
し

て
古
代

か
ら
近
世
迄
同

一
場
所

が
通
信

に
利
用
さ
れ
て

い
た
事
を
あ
げ

て
い
る
し
、
飛
脚
を
考
え
れ
ば
可
能
性

は

あ

る
だ

ろ
う
。
田
沼
意
次
が
相
良
か
焼
津

に
米
問
屋
を
計
画

し
た
か
ど
う
か
は
全
く
不
明

で
あ

る
。

(
978

)

江
戸
に
つ
い
て
は
御
庭
番
の

(天
明
七
年
)
未
五
月
付

「風
聞
書
」
に
、
江
戸
打
ち
こ
わ
し
に
際
し
て
田
沼
意
次
の
深
川
佐
賀
町
抱
町
屋
敷

米
蔵
に
つ
い
て
次
の
記
述
が
あ
る
。

一
當
月
廿
日
頃
、
町
方
米
屋
共
囲
米
之
吟
味
有
之
候
節
、
田
沼
主
殿
頭
殿
深
川
佐
賀
町
抱
町
屋
敷
米
蔵
も
及
吟
味
、
封
印
附
キ
申
候
由
之
処
、

無
何
事
申
披
キ
相
立
申
候
由
、
其
刻
者
主
殿
頭
初
家
来
之
者
迄
甚
気
遣
仕
候
由

二
御
座
候
、
町
方
之
吟
味
二
罷
越
候
与
力

・
同
心
者
米
屋

共
6
手
ヲ
入
候

二
付
、
明
白
之
吟
味

ハ
無
之
候
由
風
聞
仕
候

(
脚
)

囲
米
吟
味

の
与
力
、
同
心

に
は
米

屋
が
手
を
打

っ
て
い
た

の
で
、
明
白

の
吟
味

は
な
か

っ
た
と
し

て
い
る
事
実

が
あ
る
。

(細
)

つ
ぎ

に
大
坂

に

つ
い
て

「
星
月
夜
萬

八
実
録
」
三
十
七

「
諸
運
上
取
上
並
穀
物
買

〆
之
事
」

に
次

の
記
述
が
あ

る
。

扱
大
阪

に
て
は
、
京

町
に
蔵
屋
敷
を
構

へ
、
出
入

の
町
人
等

に
下
知

し
、
米
酒
油
其
外
穀
物
等

を
彩
敷
買
込
ま
せ
、
く
わ

い
船

に
て
遠
州

か

た
ん

相
良

の
城
内

に
送

々
込
、

五
畿
内

に
お

い
て
は
荷
憺

の
町
人

に
申
示

し
、
米
油
類
を
買
込
事

影
敷
、
又
御
代
官
領

に
は
御
用
也

と
申
触
是

を
買
込

け
る
。
就

中
此
虚

に
乗

し
、
大
阪

三
郷

に
名
高
き
町
人
、
殿
村
平
右

工
門
、
加
島

や
等
米
買
〆
し
、
其
相
場
を
高

下
さ
し
け
る
ゆ

へ
、
萬
民
難
儀
困
窮

い
わ

ん
か
た
な

し
。

(下
略
)

(
288

)

こ
れ
は
実
録

で
あ

る
。
こ
こ
に
み
え

る
京
町

の
蔵

屋
敷
と

は
、
「
遠
州
掛
川
城
始
末
、
横
須
賀
城
始
末
、
相
良
城
始
末
」

に
天
明
三
年

と
し

て
、一

同
三
年
大
坂
根
屋
川
添

二
而
御
除
地
御
拝
領
追

々
御
普
請
有
之
候
職
覇
徊
涼
礪
麓
丁
目
東

是
ハ
泉
州
水
亡
等
御
勝
手
不
宜
候
、
其
上
大
坂
御
陣
屋
二
百
姓
願
候
由

二
而

當
分
大
坂
綱
島
借
り
宅

二
而
右
之
所
御
預
御
拝
領
也

と
あ
る
も

の
で
、
場
所

は
大
坂

の
東
町
奉
行
所

の
下
に
あ

る
。
そ
し

て
三
井
文
庫
所
蔵
文
書

「自
宝
暦
十
年
至
文
化

四
年

聞
書
」

に
あ

る
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天
明
六
年
壬

一
〇
月
五
日
付
、
田
沼
主
殿
頭
名
代
堀
帯
刀
へ
の
申
渡
に

先
達
而
御
役
御
免
被
遊
候
得
共
思
召
有
之
付
、
両
度
之
御
加
増
弍
万
石
被

召
上
被
仰
付
候
、
大
坂

二
有
之
蔵
屋
敷
も
御
用
二
付
、
可
差

上
候
、
尤
只
今
迄
之
居
屋
敷
も
家
作
共
可
差
上
候

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
各
藩
の
廻
米
は
廻
船
問
屋
に
よ
り
蔵
屋
敷
に
送
ら
れ
る
。
蔵
屋
敷
の
御
留
守
居
は
販
売
面
で
は
堂
島
米
市
場
、
金
融

面
で
は
十
人
両
替
と
関
係
が
あ
る
。
京
町
の
蔵
屋
敷
の
大
坂
で
の
役
割
に
つ
い
て
は
今
後
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

(
蹴
)

大
正
四
年

刊
、
辻
善
之
助
著

「
田
沼
時
代
」

に
噂
書
と
し

て
、
関
東
米

一
二
万
俵

(江
戸
)
、
畿
内
米

二
五
万
俵

(大
坂
島
之
内
)
、
奥
州
米

一
四
二
万
俵

(奥
州
小
名
湊
)
、
南

海
道

五
力
国
米

五
八
五
万
俵

(遠
州
相
良
)
、
北

国
米

三
二
万
三
千
俵

(長
崎
)
、
〆
八
六
二
万
八
千
俵

、

但

三
斗
四
升

五
合
入
、
水
油

二
八
〇
万
樽

(所

々
)
、
金
七
億

八
拾
万
樽

(相
良

江
戸
屋
敷
)
、
町
屋
敷

二
七

〇
ヵ
所
、
右
之
通
封
印
被
仰
付
候

と
あ

る
。
も
う

一
つ
に
は
、

一
二
万
俵

(越
後
国
)
、
二
五
万
俵

(大
坂

「但
鴻
池

に
預
け
置
候
由
」
)
、

一
七
万

五
千
俵

(長
崎
丸
山
)
、

一
〇

七
万
俵

(遠
州
相
良
)
、
油

一
億

五
拾
万
樽

(当
時
有
金
)
、
二
七

〇
ヵ
所

(町
屋
敷
)
、
右
御
改
之
上
御
封
印
付
、
右
之
外
、
米

二
四
〇
万
俵

余

六

一
石

二
升
と
あ
る
。

こ
れ
は
勿
論
事
実

で
は
な

い
が
、
鴻
池
と
あ
る

の
は
河
内
国
若
江
郡
中
新

田

(鴻
池
中
新

田
)
が
領
知

で
あ
り
、
こ
れ

に
連
な
る
鴻
池
新

田

と
共

に
鴻

池
善
右
衛

門
所
持
地

で
あ

る
こ
と
か
ら
き

て
い
る

の
だ

ろ
う

。
各

地

の
米

は
廻
米

運
送
と
関
連

し
た
発
想

で
は
あ
る
ま

い
か
。
油

に

(
8

)

つ
い
て
は
津

田
秀
夫
氏

に
よ
る
と
、
明
和
三
年

に
油

に

つ
い
て
の
法
令

が
出

さ
れ
、
江
戸
市
場
調
節

の
た
め
大
坂
市
中

の
油
問
屋

に
保
護
を
与

え

て
い
る
。

つ
ぎ

に
天
保

四
年

の
江

戸

の
下
り
油

は

「
尾
州

・
伊
勢

・
駿
河

・
三
河

の
諸
国

の
も

の
の
ほ
ぼ
二
倍

以
上
を
占

め
」
と
し
て

い
る
。

こ
れ
が
田
沼
時
代

に
当

は
ま

る
か
は
別
と

し
て
、
上
方
、
尾
張
、
伊
勢

、
三
河
、
駿
河
か
ら
出
荷
と
考
え

ら
れ
る
。
と
す

れ
ば
廻
船
問
屋

の
取

扱

い
だ

か
ら
、
廻
米
と
同
様

の
発
想

で
田
沼
が
連
想

さ
れ

て

い
る

の
だ

ろ
う
。

注692

「新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

一
八
巻
三
六
四
ー

三
六
六
頁
。
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(396
)

高
柳
真
三
、
石
井
良
助
編

「御
触
書
宝
暦
集
成
」

(通
し
番
号

一
四
六
四
、

一
四
六
五
)
五
〇
七
頁
。

(496
)

「新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

一
一
巻

二
二
九
ー

二
[二
〇
頁
。
な
お
郡
上
騒
動
に

つ
い
て
は
、
山
田
忠
雄

「宝
暦
美
濃
郡
上
騒
動
余
話
」
編
集
百
姓

一

揆
史
料
集
成

一
二
巻
編
集

の
し
お
り

一
-

四
頁
。
大
賀
妙
子

「郡
上
藩
宝
暦
騒
動

の
政
治
史
的
意
義
」

(津

田
秀
夫
編

「近
世
国
家

の
展
開
」

一
七
三

-

一
九
九
頁
)
、
深
井
雅
海
著

「徳
川
将
軍
政
治
権
力

の
研
究
」

二
七
五
-

二
八
三
頁
参
照
。

(596
)

「御
触
書
宝
暦
集
成
」

(通
し
番
号

一
〇
九
三
)
三
七
三
ー
三
七
四
頁
。

(696
)

「同
右
」

(通
し
番
号

一
〇
九
七
)
三
七
四
頁
。

(796
)

「新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

=

巻
二
三
〇
-
二
三

一
頁
。

(896
)

「同
右
」

一
一
巻
二
三

「
頁
。

(996
)

「同
右
」

=

巻
二
一一=

頁
。

(007
)

「同
右
」

二
巻

一
四
七
ー

】
四
八
頁
。

(107
)

「同
右
」

=

巻
二
二
九
ー

二
一二
〇
頁
。

(207
)

梅
村
又
次
氏

の
ご
好
意

に
よ
る
。

(307
)

静
岡
県
編

「静
岡
県
史
」
資
料
編
近
世
五

五
三
七
-

五
三
九
頁
。

(407
)

静
岡
県
小
笠
郡
役
所
編

「静
岡
県
小
笠
郡
誌
」

一
四
三
頁
。

(507
)

静
岡
県
榛
原
郡
役
所
編

「静
岡
県
榛
原
郡
誌
」
下
巻

四
六
三
頁
。

(607
)

「静
岡
県
史
」
資
料
編

13
近
世
五

五
四

一
ー
五
四
二
頁
。
相
良
町
編

「相
良
町
史
」
資
料
編
近
世
〇
四
九
八
頁
。

(707
)

「相
良
町
史
」
資
料
編
近
世
e
六
〇
、
六
三
頁
。

(807
)

石
井
良
助
、
服
藤
弘
司
編

「時
宜
指
令

・
三
奉
行
伺
附
札

問
答
集

2
」
四
三
七
頁
。

(907
)

「新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
三
巻
八
頁
。

(017
)

相
良
横
須
賀
街
道

の
ル
ー
ト
は
宮
脇
俊
三
編

「鉄
道
廃
線
跡
を
歩
く
H
」

一
七
四
-

一
七
五
頁

に
、
藤
相
鉄
道
が
大
正
二
年
ー
昭
和

一
五
年
に
駿
河

岡
部
-
藤
枝
新
-
相
良
-
地
頭
方
、
中
遠
鉄
道
が
大
正
三
年
ー
昭
和
二
年
に
新
袋
井
-
新
横
須
賀
-
新
三
俣

に
軽
便
鉄
道
を
敷
設
、
両
社
は
昭
和

一
八

年
に
合
併
し
て
静
岡
鉄
道
に
な
り
、
同
二
一二
年

に
地
頭
方
ー
新
三
俣
が
連
結
し
た
。
同
三
九
、
四
三
、
四
五
年
に
全
線
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
も

一
定

の
経
済
的
意
味
を
持

っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
。

(117
)

「静
岡
県
小
笠
郡
誌
」

一
四

一
ー

一
四
二
頁
。

(217
)

静
岡
県
周
智
郡
教
育
会
編

「静
岡
県
周
智
郡
誌
」
四
六
九
頁
。
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(317
)

国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
紙
焼
本
。

(417
)

角
川
日
本
地
名
大
辞
典
編
纂
委
員
会
、
竹
内
理
三
編

「角
川
日
本
地
名
大
辞
典
」
23
愛
知
県
二
九
九
頁
。

(517
)

今
井
金
吾
編

「道
中
記
集
成
」
二
二
巻
三
-
九
、
四
九
-
五
五
、
二
八
三
頁
、
住
田
正

一
編

「海
事
史
料
叢
書
」
八
巻

=

1

一
二
頁
。

(617
)

「海
事
史
料
叢
書
」
八
巻
七
四
頁
。

(717
)

「相
良
町
史
」
資
料
編
近
世
〇
六
〇
五
-
六
〇
七
頁
。

(817
)

「同
右
」
資
料
編
近
世
〇
九
五
三
、
九
六
三
頁
。

(917
)

陸
邦
彦

「天
現
年
間

の
田
沼
派

の
勢
カ
ー
田
沼
意
次

の
幕
閣
支
配

に
つ
い
て
ー
」
フ
ォ
ー
ラ
ム
人
文

(創
価
大
学
人
文
論
集
別
冊
)
六
号

一
六
-

二

八
頁
。

「新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
二

一
巻

一
三
六
ー

=
二
七
頁
。

「同
右
」
二

一
巻

=
二
七
頁
。

「同
右
」

「同
右
」

「同
右
」

「同
右
」

「同
右
」

「同
右
」

「同
右
」

「同
右
」

「同
右
」

「同
右
」

日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編

新
潟
県
編

「新
潟
県
史
」
資
料
篇
9
近
世
四

「新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

「同
右
」

「同
右
」

一
〇
巻
三
四
三
ー

三
四
四
頁
。

一
〇
巻
三
四
四
頁
。

一
八
巻
三
六
六
頁
。

一
八
巻
三
六
七
-

三
六
八
頁
。

一
八
巻
三
六
七
i

三
六
八
頁
。

五
巻

一
〇
四
-

一
〇
五
頁
。

五
巻
九
二
頁
。

五
巻

一
〇
五
頁
。

三
巻

三
二
八
-

三
二
九
頁
Q

一
四
巻

二
三
八
頁
。
深
井
雅
海
著

「徳
川
将
軍
政
治
権
力

の
研
究
」
二
八
四
i

二
九

五
頁
。

「
日
本
随
筆
大
成
」
新
装
版
第

一
期
23

一
六
七
頁
。

二
〇
八
頁
。

一
四
巻
二
三
八
頁
。

一
四
巻

二
一二
九
頁
。

六
巻
三
四
四
ー
三
四
五
頁
。
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(737
)

「同
右
」

】
二
巻
三

一
〇
頁
。

(837
)

「同
右
」
六
巻
五
九
頁
。

(7
)

「同
右
」

一
六
巻
三

一
九
-
三
二
〇
頁
。

(047
)

「同
右
」

五
巻
三
六
〇
i

三
六

一
頁
。
な
お
森
山
孝
盛

「自
家
年
譜
」
安
永
九
年
九
月

一
二
日
の
条

(国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫

「自
家
年
譜

(森

山
孝
盛

日
記
)」
上

《内
閣
文
庫
影
印
叢
刊
》

一
=
二
頁
)
、
竹
内
誠
、
浅
井
潤
子
校
註

「森
山
孝
盛

日
記
」

(代
表
原
田
伴
彦
編

「
日
本
都
市
生
活
史

料
集
成
」
二
巻
三
都
編
H
八
三
頁
)
参
照
。

(虹7
)

「新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
五
巻
三
六

一
頁
。

(247
)

「同
右
」

一
五
巻

一
五
六
頁
。

(347
)

「同
右
」

一
八
巻
三
六
六
-
三
六
七
頁
。

(447
)

「同
右
」
八
巻

一
七
五
頁
。

(547
)

「自
家
年
譜

(森
山
孝
盛
日
記
)
」
上

一
五
四
頁
。
「
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
」
二
巻

一
=
二
頁
。

(647
)

橋
本
博
編

「改
訂
増
補
大
武
鑑
」
中
巻
七

一
六
頁
。

(747
)

深
井
博
海
、
藤
實
久
美
子
編

「江
戸
幕
府
大
名
武
鑑
編
年
集
成
」

12
二
七
〇
頁
。

(847
)

「同
右
」

12
四
五

一
頁
。

(陶
)

「新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
四
巻
三
八
二
頁
。

(0乃
)

「同
右
」

一
八
巻
三
六
七
頁
。

(田7
)

「同
右
」

一
八
巻
三
六
七
頁
。

(麗7
)

「同
右
」

一
〇
巻

一
九
九
頁
。

(7
)

「同
右
」
五
巻
三
六

一
頁
。

(457
)

「同
右
」
五
巻

一
〇
五
頁
。

(5万
)

「
同
右
」
九
巻
三
四
六
頁
。

(657
)

「
同
右
」

一
八
巻
三
六
八
頁
。

(757
)

「
同
右
」
四
巻
三
二
八
頁
。

(857
)

「
同
右
」

一
六
巻
三
九
三
頁
。

(弱7
)

「
同
右
」
六
巻
三
四
七
頁
。
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(067
)

「同
右
」
五
巻

一
七
九
頁
。

(
167
)

「自
家
年
譜

(森
山
孝
盛
日
記
)
」
上

一
八
五
頁
。
「
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
」
二
巻

=
二
六
頁
。

へ窺
)

秋
元
茂
陽
著

「江
戸
大
名
墓
総
覧
」

一
二
四
五
-

一
二
四
七
頁
に
よ
る
と
、
田
沼
意
次

が
中
興
開
基
と
し
て
本
郷
逢
来
町

に
再
興
し
た
勝
林
寺
は
明

治
四

一
年

に
区
画
整
理
の
た
め
東
京
都
豊
島
区
駒
込

に
再
移
転

し
て
い
る
が
、
田
沼
意
知
正
室
、
松
井
康
福
女
が
歴
代
正
室

の
合
祀
墓

に

「芳
光
院
殿

蘭
渓
妙
秀
大
姉
」
「芳

安
永
二
年
四
月
十
二
日

田
沼
山
城
守
室
」
と
あ
る
。

(
367
)

林
泰
教
著
、
棚
橋
宗
馬
翻
刻

「星
月
夜
萬
八
実
録
」

=

○
頁
。

(
467
)

「同
右
」

一
〇
九
頁
。

(
567
)

「新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

一
巻
二
七
四
頁
。

(
667
)

川
原
崎
次
郎
編
著

「城
下
町
相
良
区
史
」
六
五
ー
七
八
頁
。

(767
)

綾
瀬
市
編

「綾
瀬
市
史
」
2
資
料
編
近
世
七
九
-
八

一
頁
。

(867
)

「綾
瀬
市
史
」

6
通
史
編
中
世

・
近
世
五
六
六
-
五
六
七
頁
。

(967
)

「綾
瀬
市
史
」

2
二
Ω

ニ
ー
一
=

一
頁
。
「同
上
」

6
五
七
〇
ー

五
七

五
頁
。
寒
川
町
編

「寒
川
町
史
」
2
資
料
編
近
世
②
三
八
ー
四
六
頁
。

(
077
)

厚
木
市
秘
書
部
市
史
編
さ
ん
室
編

「厚
木
市
史
」
近
世
資
料
編
②
村
落
1
六
四
ー

六
五
、
六
七
頁
。

(!77
)

「同
右
」
近
世
資
料
編
②
村
落

1
七
七
七
、
七
九
三
ー
七
九
九
、
八
〇
九
、
八

一
五
ー
八

一
七
頁
。

(277
)

「綾
瀬
市
史
」

6
五
六
七
頁
。

(377
)

焼
津
市
誌
編
纂
委
員
会
編

「焼
津
市
誌
」
上
巻
四
二

一
頁
。

(077
)

静
岡
県
志
太
郡
役
所
編

「静
岡
県
志
太
郡
誌
」
上
巻

一
二
七
、

一
三
〇
頁
、
「焼
津
市
誌
」
上
巻

二
〇
四
頁
。

(577
)

「相
良
町
史
」
資
料
編
近
世
の
五
四
七
頁
。

(免」U77)

「焼
津
市
誌
」
上
巻

一
九
九
-

二
〇
〇
頁
。

(777
)

「静
岡
県
志
太
郡
誌
」
上
巻

=
二
九
-

一
四
二
頁
。

(877
)

「星
月
夜
萬
八
実
録
」
七
四
頁
。

(977
)

滝
本
誠

一
編

「日
本
経
済
叢
書
」

一
二
巻
五

一
五
-
五

一
六
頁
。
神
戸
市
役
所
編

「再
版
神
戸
市
史
」
資
料

一

四
五
四
頁
。

(087
)

魚
澄
惣
五
郎
編

「
西
宮
市
史
」
二
巻
五

一
-
五
四
頁
。
武
藤
誠

・
有
坂
隆
道
編

「
西
宮
市
史
」
四
巻
資
料
編

1
三
〇
四
ー
三
〇
八
頁
。
岡
本
静
心
編

集
代
表

「尼
崎
市
史
」
二
巻
二
七
六
ー

二
八
七
頁
。
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編

「兵
庫
県
史
」
四
巻
七
五
ニ
ー
七
五
八
頁
。
「同
上
」
史
料
編
近

世

一

七
七
-

八
〇
頁
。
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(187
)

島

田
市
史
編
纂
委
員
会
編

「島
田
市
史
」
中
巻
五
三
八
-
五
四
六
頁
。
「相
良
町
史
」
資
料
編
近
世
⇔
五
三
三
-

五
三
八
頁
。

(287
)

藤
原
正
人
編

「明
治
前
期
産
業
発
達
史
資
料
」
別
冊
ω
九

二
頁
。

(387
)

「
同
右
」
別
冊
②
三
八
頁
。

(
487
)

「相
良
町
史
」
資
料
篇
近
世
〇
五
四
三
-

五
四
七
頁
。

(587
)

「静
岡
県
榛
原
郡
誌
」
下
巻
五
二
ー
六
〇
頁
。

(687
)

「相
良
町
史
」
資
料
編
近
世
〇
八
六
-

一
〇
二
頁
。

(787
)

「
同
右
」
資
料
編
近
世
〇
五
七
-
七
三
頁
。

(887
)

「同
右
」
資
料
編
近
世
e
三
〇
1
三
二
頁
。

(987
)

未
確
定
だ
が
略
記
す
る
と
次

の
通
り

で
あ
る
。
村
名

(地
名
大
辞
典
頁

・
地
名
大
系
頁
)

で
示
す
。
天
明
七
年
幕
領
以
降

の
支
配
を
み
る
。

㈲
に

つ
い
て
は
、
ω
寛
政
七
年

一
橋
領
、
文
政
六
年
相
良
藩
領
は
、
相
良

町
、
同
前
浜
町
、
福

岡
町

(四
四

一
・
七

五
七
ー

七
五
八
)
、
波
津
村

(七
六
四

・
七
六
〇
)
、
男
神
村

(二
四
三

・
七
六
七
)
、
落
居
村

(二
五
七

・
七
六
九
)
、
西
中
村

(七
二
九

・
七
六
五
)
、
西
山
寺
村

(四
三
四

・
七

六
五
-
七
六
六
)
、
海
老
江
村
庄
屋
方

(
}
九

一
-

一
九
二

・
七
六
二
)
、
堀
之
内
村

(八
六
九

・
七
六
五
)
。
②

】
橋
領
、
伊
勢
国
長
島
藩
領

は
、
海

老
江
村
百
姓
方

(
一
九
二

・
七
六
二
)
。
㈹
文
政
六
年
相
良
藩
領
は
蛭
ケ
谷
村

(入
二
四

・
七
六
八
)
、
黒
子
村

(三
九
四

・
七
六
七
)
、
坂
井
村

(四

三
七

・
七
六
四
)
、
大
磯
村

(二
〇

一
・
七
六
四
)
、
堀
切
村

(八
六
七

・
七
六
四
-
七
六
五
)
、
女
神
村

(九
五
三

・
七
六
七
)
、
松
本
村

(八
九
三

・

七
六
六
)
、
大
寄
村

(二
一二
五

・
七
六
六
)
。
ω
伊
勢
国
長
島
藩
領
は
、
東
萩
間
村

(八
〇
二

・
七
六
九
)
、
西
萩
間
村

(七
三

一
・
七
六
八
)
、
永
代
七

郎
左
衛
門
分

(
一
八
五

・
七
七
八
)
。
⑤
幕
領

・
長
島
藩
領

(二
給
)
は
、
地
頭
方
村

(四
七
六

・
七
六
九
-
七
七
〇
)
。
㈲
遠
江
国
掛
川
藩
領

・
三
河

国
西
尾
藩
領

(二
給
)
は
、
白
井
村

(五
二
二

・
七
六
八
)。
ω

「地
名
大
辞
典
」

に
項
目
な
し
は
、
法
京
村

(七
六
四
)
、
徳
村

(七
六

二
)
。
㈲
そ

の
他
は
、
下
庄
内
村

(五
〇
二

・
七
七
四
)
は
宝
暦

一
二
年
か
ら
田
沼
領
、
文
政

一
〇
年

に
丹
波
国
篠
山
藩
領
。
朝
生
村

(七
二

・
七
七
七
)
は

「三

城
発
端
記
」
は
安
永
六
年
か
ら
田
沼
領
と
し
て
い
る
。

一
橋
領
、
文
政

一
〇
年
篠
山
藩
領
。
柿
ケ
谷
村

(二
六
七

・
七
七
七
)
は
安
永
六
年
か
ら
田
沼

領

で
、
長
島
藩
領
。
神
之
郷
村
百
姓
方

(三
二
二

・
七
八

一
)
は
幕
領
、

つ
い
で
掛
川
藩
領

・
長
島
藩
領

(二
給
)
と

の
み
。
上
庄
内
村

(一一=

六

・

七
七
八
-
七
七
九
)
は
幕
領

の
ち
旗
本
城
氏
領
と

の
み
。
上
庄
内
下
村
は
幕
領
、
寛
政
六
年

一
橋
領
、
文
政

一
〇
年
篠
山
藩
領
と

の
み
。
永
代
村

(
一

八
五

・
七
七
四
-
七
七
五
)
は
幕
領

の
ち
長
島
藩
領
と

の
み
。

㈲

に
つ
い
て
は
、
堀
野
新

田
村

(八
七

一
・
七
七
〇
-
七
七

一
)
は
宝
暦
八
年
幕
領
、
同

一
二
年
旗
本
高
木
氏
領
と

の
み
。
法
士
村

(八
六
〇

・
七

七
七
)
は
旗
本
北
条
氏
領
か
ら
三
河
国
挙
母
藩
領
と

の
み
。
大
沼
村

(二
二
二

・
七
七
七
)
、
大
ケ
谷
村

(二
〇
五

・
七
七
七
)
は
幕
領
か
ら
挙
母
藩

と
の
み
。
星
久
保
村

(八
六
三

・
七
三
三
)
は
幕
領
か
ら
掛
川
藩
領

・
旗
本
高
木
氏
領

(二
給
)
と

の
み
。
初
倉
村

(七
六
六

・
七

一
八
)
は
幕
領
か
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ら
宝
暦

一
二
年

旗
本

大
草

氏
領

と

の
み
。

◎

に

つ
い
て
は
、
ω
宝

暦

一
二
年

以
来

田
沼
領

は
新
庄

村

(五
三

二

・
七
七

〇
)
、
菅

ヶ
谷
村

(五
三
九

・
七
六

五
)
、
な

お

コ
ニ
城
発

端
上
細

記
」

は
明
和

四
年

か

ら
と

し

て

い
る
。
道

場
村

(六

四
七

・
七

七

四
)
、

堀
之

内
村

(八

六
九

・
七

六
五
)
。

㈲
明
和

四
年

か
ら

は
、
鬼

女
新

田
村

(三
五

八

・
七

六

一
)
。

㈹
安
永

六

・
七
年

か
ら

は
、
色
尾
村

(
一
四
九

・
七

一
八
)
、

青
池
村

(四
七

・
七
七

五
)
、
四
之
宮

村

(四
八

〇

・
七
七

五
)
、

下
吉

田
村
東

組

(五

一
四

・
七

八

ニ
ー

七

八
三
)
、
青
柳
村

(
五
三

・
七

八
四
)
、
上
新

田
村

(=
二

七

・
六

六
三
)
、
上
小

杉
村

(=
二

二

・
六
六

六
)
、
下

小

杉
村

(四
九
九
-

五
〇

〇
、

六
六

六
)
。
ω

天
明
元
年

か
ら

は
、

下
吉

田
村

全
村

(五

一
四

・
七
八

ニ
ー

七

八
三
)
。

⑤
天

明

五
年

か
ら
は
、
南

原
村

(九

二
八

・
八

一
六
)
。
㈲

不
明

分

で
ω
宝

永
七
年

以
来
相

良
藩

領
と

あ

る
の
は
、
園
村

(五
六
九

・
七

六

一
)
、
和

田
村

(
一
〇
二
二

・
七

六
八
)
、
東

中

村

(
入
〇

二

・
七

六

四
)
、
川
崎

町

(三

三
八

・
七
七

ニ
ー

七

七

三
)
。

@
延
享

三
年

以

来

は
、
柏

原
村

(二
八

二

・
七

七

三
-

七
七

四
)
。
の
宝

暦

八
年

以
来

は
平

田
村

(八

二
〇

・
七

六

三
)
、

笠
名

村

(二
七
六

・
七
七

〇
)
。

ω

そ

の
他

は
中
村

(
六
七

二

・
七
七

六
-

七
七

七
)
、

こ
れ
は
全
村

で

な
く

三
給
中

の

一
給

分
と

考
え

ら
れ

る
。
源
十
新

田

(四

〇
二

・
七
七

三
)
、
道
上

四
ノ
宮

村

(九

一
四

・
七
七
六
)
、
拾

石
島
新

田

(四
七
六

・
七
七

五
-

七

七

六
)
、
住
吉
新

田

(
五
四
六

・
七

八

三
)
、

上
吉

田
村

(三

二
八

・
七

一
九
ー

七

二
〇
)
、
九
左
衛

門
新

田

(三
九

三

・
七

八
四
)
。

㈲

不
明
分

を

そ

の
後

の
支
配

関
係

か
ら
強

い
て
推

測
す

れ
ば

、
宝

暦

一
二
年

か
明
和

四
年

以
来

田
沼
領

が
平

田
村
、
笠

名
村

、
園
村

、
和

田
村

、
東

中

村

。
宝
暦

一
二
年

又

は
安
永

六
年

が
中
西
村

。
安

永

六
年

が
源
十
新

田
、
拾

石
島
新

田

で
あ

る
。
他

は
不
明

で
あ

る
。

⑪

に

つ
い
て
は
、
植
松

村

(
一
五
九

・
七
七

四
)

は
宝

暦

一
二
年

か
ら

で
あ

る
。

⑭

に

つ
い
て
は
、
柏

原
町

、
徳
松
村

は

「地

名
大

辞
典

」

に
項
目

が
な

い
。

(
097
)

村

名

(地
名

大

辞

典
頁

・
地

名
大

系

頁
)

は
次

の
通
り

で
あ

る
。
上
比

木

村

(三

二

三

・
八

一
七
)
、
南

比

木
村

(九

二
八

・
八

一
六
)
、
比
木

村

(八

〇
八

・
八

一
六
ー

八

一
七
)
、

下
比
木

村

(五

〇
九

・
八

一
七
)
、

上
朝

比
奈

村

(三

〇
二

・
八

一
七

)
、
新

野
村

(七

一
六

・
八

一
八
)
、
高

橋
村

(五

八

三

・
八

一
九
)
、
河

東

村

(
二
八
九

・
八

一
九
)
、

赤

土
村

(五
六

・
八

二

一
ー

八

二

二
)
、
古

谷

村

(
八
五

五

・
八

二

〇
)
、
川

上
村

(三
三

七

・
八

二
〇
)
、

目
木

村

(九

五
五

・
八
一
二

)
、
猿
渡
村

(
四
五
七

・
八

二

一
)
、
棚
草

村

(六
〇

四

・
八

二

一
)
、

下
内

田
村

(
四
九

三

・
八
三
三
-

八

三

四
)
、

中
方

村

(七

〇
五

・
八

四
〇
)
、
神

尾
村

(三

〇
六

・
七
九

四
)
、
留

田
村

(六

六

二

・
八

三
〇
)
、
吉

沢
村

(
一
〇
〇

四

・
八

二
九

)
、
丹

野
村

(六

一
二

・
八

二
〇
)
、
沢
水

加
村

(四

五
四

・
八

二
九

)
。

(
197
)

西

方
村

(七

二
二

・
八
三

一
)
、
加
茂

村

(三

二
九

・
八
三

一
-

八
三

二
)
、

本
庄

村

(八

七
五

・
八

二
八
)
、
上
平

川
村

(三

二
三
-

三

二
四

・
八

二
三
)

は

「
地
名

大
辞

典
」

22
に
相
良

藩

関
係

記
事

は
な

い
。

な

お
小

笠
町
誌

編
纂
委

員
会

編

「
小
笠

町
誌

」

二

二
頁

は
朝

比
奈
村

、
比
木

村

、
新

野
村

(
三
給

)
を

田
沼

領

と
し

て

い
る
。

(
297
)

山

田
と
な

っ
て

い
る
が

、
山

内
と
考

え

訂
正

し
た
。
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(
397
)

豊
橋

市
史
編

集
委
員
会

編

「
豊
橋
市

史
」

二
巻

表

三

豊

橋
市
域
領

主
支

配
変
遷
表

、

一
六
四

-

一
六

五
頁
。

(
497
)

豊

川
市
史
編
纂

委
員
会

編

「
豊
川
市

史
」

二
四

五
、

二
五
四
頁
。

(
597
)

小
坂

井
町
誌

編
纂
委
員

会
編

「
小
坂

井
町
誌

」

二

一
二
頁

。

(
697
)

御
津

町
町
史

編
纂
委

員
会
編

「
御
津

町
史
」

(本

文
編
)

一
七

四
頁
。

(
797
)

蒲

郡
市
誌
編

纂
委
員
会

編

「
蒲
郡
市

誌
」

(本
文

編
)

二
五

〇
、
三
九

一
-

三
九

四
頁
。

(
897
)

音

羽
町
誌
編

纂
委
員
会

編

「
音
羽

町
誌
」

一

一
〇
1

一
=

頁
。

(
997
)

村
名

(地
名

大
辞
典

頁

・
地

名
大
系

頁
)

は
、
国
府

村

(五
三

一

・
一
〇
二
九
)
、
灰

野
村

(
一
〇

五
六

・
一
〇

一
六
)
、
金
割

村

(三
九

二

・
一
〇

一
六
)
、
森

村

(
=
一一三
六

・
一
〇

二
九
)
、

下
佐
脇
村

(六

六

一

・
一
〇

一
八
)
、
上
佐
脇
村

(四

一
〇

・
一
〇

一
八
)
、
萩
村

(
一
〇
五
七

・
一
〇

〇

七
)
、
瓜

郷
村

(二
一二
七

・
一
〇
七

四
)
、
下

五
井
村

(六
六

〇

・
一
〇
七

四
-

一
〇
七

五
)
、
御
馬
村

(三
五
三

・
一
〇

一
七
〉
、
大
塚
村

(
二
七
入

・

一
〇

一
七
)
、
伊
奈

村

(
一
六

八

・
一
〇

一
四
)
、

日
色

野
村

(
一
=
二
〇

・

一
〇
七

五
)
、
前

芝
村

(
一
二
一二
〇

・
一
〇
七
五
)
、
青
木
新

田

(六
九

・

一
〇
七

五
)
、
山
内

新

田

(
=
二
六
九

・
一
〇
七

六
)
、
平

田
村

(
一
一
四

四

・
一
Ω

二
四
)
、
為
當
村

(八

一
六

・
一
Ω

二
〇
)
、
梅
藪
村

(
二
一二
五

・

一
〇
七
六
)
。
な

お
金

割
村

、

下
佐

脇
村

、

上
佐
脇

村

、
御
馬

湊
、
御

馬
村

は

「
御

津
町

史
」

に
よ

る
。
伊
奈

村

は

「
小
坂
井

町
誌
」

に
よ

る
。
萩

村

は

「
地
名

大
辞

典

」

の
年

代

は
異

な

る
。

下
五
位

村

、
青

木
新

田
、

山
内

新

田
は

「
地
名

大
系

」

に
な

い
。
為
當

村

は

「
豊

川
市

史
」

二
四

五
頁

の

2
。
・
一
〇
α

「
豊

川
市

に
お
け

る
近

世
所
領

関
係
」

で
は
全

部
吉

田
藩
領

で
あ

る
。

(
008
)

「
相
良

町
史
」
資

料
編
近

世
〇

五
九
頁

。
「
音

羽
町
誌

」

=

O
l

一

=

頁
参

照

。

(
108
)

「
蒲
郡
市

誌
」

(本
文

編
)

三
九
頁

。

(
208
)

「
御
津

町
史
」

(本
文

編
)

一
七
六

頁
。

(
308
)

曲

渕
景
衡

は

「
新
訂
寛

政
重

修
諸

家
譜
」

三
巻

三
三
九
頁

。
間
部

詮
之

は

「
同
上
」

二

二
巻

六
六
-

六
七

頁
。
間
部

詮
衡

は

「
同
上
」

二
二
巻

六
七

ー

六

入
頁
。
村

上
正
邦

は

「
同
上
」

二

二
巻
七

一
頁

。
村
上

正
直

は

「
同
上
」

二

二
巻

七

二
頁
。

(
408
)

「
同
右
」

二
二
巻

六

三
ー

六

四
頁

。

(
508
)

甲
府

市
市
史

編
纂
委

員
会
編

「
甲
府

市
史
」

史
料
編

二
巻
近

世

-
七

一
、
七

三
頁

。

(
608
)

「
近
世

三
河
地
方

文
献
集

」

=
二
〇
1

=
一=

頁

。

(
708
)

大
浜

村

(二
八
九

・
六
三

三
-

六

三
四
〉
。

(
808
)

鷲

塚
村

(
一
四

二
四

・
六

三
九
-

六

四
〇
)
。

(
908
)

碧
南

市
史
編
纂

会
編

「
碧
南

市
史
」

一
巻

三
四

一
頁

。
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(
018
)

平
坂
村

(
=

九

一

・
六
八

〇
ー

六

八

一
)
。

(
118
)

青
山
善

太
郎

編

「
西
尾

町
史
」

上
巻

四

五
三
頁

。

(
218
)

西
尾

市
史
編

纂
委

員
会

編

「
西
尾
市
史

」

三
巻

一
〇
九
九
1

=

○

○
頁

。

(
318
)

竹
谷

村

(七

九
七

・
一
〇
三
七

)
。

(
418
)

竹
本

正
綱

は

「
新

訂
寛

政
重
修

諸
家
譜

」

一
五
巻

二
五

八
頁
。
富
松

重
基

は

「
同
上

」

一
八
巻

四
〇

〇
頁

。
林
重
好

は

「
同
上

」

一
九
巻

二
一三

二
頁

。

桑
島

政
周

は

「
同
上

」

二

二
巻

一
五
四
頁
。

「
蒲

郡
市
誌

」

二
四
六
-

二
五
七
頁

。

(
518
)

長
嶺

村

(九

五
七

・
七

〇

五
)
。

(
618
)

渥
美

町

町
史

編
纂
委

員
会

編

「
渥
美

町
史
」

歴
史

編
上
巻

三

〇
八
頁
。

(
718
)

愛
知

県
渥
美

郡
役

所
著

「
渥
美

郡
史

」

三
二
六
-

三

二
七

頁
。

(
818
)

「
豊
橋
市

史
」

二
巻

一
六

四
-

一
六

五
頁
。

(
918
)

寺

沢
村

(八

五
七

・

一
〇

六

二
)
、
小
島

村

(五

五
五

・
一
〇
六

　
)
、

八
王
子
村

(
一
〇
七
五

・
一
〇
九

四
)
、
村
松

村

(
】
三

二
二

・
一
〇
九

四
)
、

馬
伏
村

(
一
〇
九

〇

・

一
〇
九

四
)
、
保
美

村

(
一
二

一
五

・

一
〇
九
六
)
、

小
塩
津
村

(
五
五
四

・
一
〇
九

二
)
、

石
神

村

(
=
二
八

・
一
〇
九

五
)
、

伊
良

湖
村

(
一
九

四

・
一
〇

九
三
)
、
江

比

問
村

(
二
四
七

・
一
〇
九

四
)
、
宇

津
江

村

(相
給

、

二
二
六

・
一
〇
九

四
)
、

東
堀

切
村

(
=

二

一

・

記

ナ

シ
)
、
東
七

根
村

(
一

一
一
七

・
一
〇
六

二
)
、
西
伊
古

部
村

(
=
二
六

・
一
〇
六
三
)
。

(
028
)

阪
南
町
史

編
纂
委

員
会

編

「
阪
南

町
史
」

上
巻

三
五
七
-

三
六

八
、

四
〇
三
-

四
〇
六
頁

。

(
128
)

磯

之
上

村

(
一
四

一

・
】
四
三
七
-

一
四
三

八
)
。

(
228
)

「
阪
南

町
史
」

上
巻

三

五
七
ー

三
六

八
、
四

〇
三
-

四
〇
六
頁

。

(
328
)

泉
南
市

史
編
纂
委

員
会

編

「
泉
南
市

史
」

通
史
編

二
四
二
ー

二
四

二
頁

。

(
428
)

兎

田
村

(
一
四

一

・
一
四
三
七
-

一
四
三

八
)
、
別
所

村

(
一
〇
九

〇

・
一
五

二
九

)
、
新
家

村

く六

三
三

二

五
二

八
)
、
吉

見
村

(
一
二
五
五
-

一
二
五
六

・
一
五
〇

三
ー

一
五

〇
四
)
、
中

小
路

村

(八
八

六

・

一
五
二
三
)
、
男

里
村

(
二
七

一
・

一
五

二
三
-

一
五

二
四
)
、
尾
崎
村

(
二
六
五

・

五

〇
六
)
、
新

村

(六

二
九

・

一
五
〇
七
)
、
波
有

手

村

(九

六
三

・
一
五

〇
七
ー

一
五

一
〇
)
、

下
出
村

(五
九

二

・

一
五

一
二
)
、
黒

田
村

(四

四

九

・
一
五

一
二
)
、
中
村

(
八
二
七

・
一
五

=

ー

一
五

一
二
)
、
石
田
村

(
一
二
七

・
一
五

=

)
、
自

然

田
村

(五
七

八

・
一
五

↓
○
ー

一
五

一

一
)
。

(
528
)

「星

月
夜
萬

八
実
録

」

七

四
頁
。

(
628
)

稲

田
村

(
一
五

一

・
九

二
九
-

九

八
〇
)
、

中
新

田

(八

五
八

・
九

七

八
)
、
川
俣

村

(
三

五
五

・
九

八
〇
)
。

(
728
)

枚
岡
市

史
編
纂

委
員

会
編

「
枚

岡
市

史

」

一
巻

本
編

五
〇

四
-

五

〇
五
頁
。
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(
828
)

池
島

村

(
=

三

・
九

六
六
ー
九

六
七
)
、

六
万
寿

村

(
一
二
六
六

・
九

六

五
)
、
中
新

開
村

(
八
五
八

・
九

六

八
)
。

(
928
)

内

閣
官
報

局
編

「
明
治

三
年

法
令

全
書

」
四
六

六
ー

四
七

一
頁

。

(
038
)

梅
村

又
次

、
中
村

隆
英
編

「
松
方

財
政

と
殖
産
興
業

政
策
」

六

四
-

六

五
頁

。

(
138
)

「
角

川
日
本
地

名
大
辞

典
」

22
二
七

三
頁
。

(
238
)

「
静
岡

県
磐

田
郡
誌
」

四
三
、

一
〇

八
1

=

○
頁
。

(
338
)

新

居
町
史
編

さ

ん
委

員
会

編

「
新

居
町
史

」

一
巻

通
史
編
上

六
九

ニ
ー

六
九

八
頁

。

(
438
)

「
大

日
本
近
世
史

料

柳
営
補
任

一
」
九

頁

。

(
538
)

松

平
定
信
著

、
松

平
定
光

校
訂

「
宇

下
人

言

・
修
業

録
」

(岩
波

文
庫
)
、

八
、

六
七
、
七

〇
頁

。

(
638
)

「
角

川
日
本
地
名

大
辞

典
」

22
四
入
七

頁
。

(
738
)

本
多

丹
弥

編

「
静

岡
県
安

倍
郡
清

水
町
沿
革

誌
」

三
八
、

二
八

二
ー

二
八
三
頁

。

(
838
)

「
静

岡
県
榛

原
郡
誌
」

下
巻

四
六
九
-

四
七

〇
頁
。

(
938
)

「
沼
津

市
誌
」

上
巻

四
五
六
-

四
七

〇
頁
。

(
048
)

静
浦

村

(「
角

川

日
本

地
名
大
辞

典
」

22
四

六
九

頁
)
.は
志

下
村

(
「
同
上
」

22
四
六
六
頁

)
、

馬
込
村

(
「
同
上
」

22
八
八

五
頁
)
、
獅

子
浜
村

(
「
同

上
」

22
四
六
八
頁
)
、
江
浦

村

(「
同
上
」

22

一
九

〇
頁
)
、
多

比
村

(
「
同
上
」

22
六
〇
六
頁

)
、

口
野
村

(
「
同
上
」

22
三

八
〇
頁
)

が
合
併

し
た
も

の

で
あ

る
。
全

て
幕
領

の
ち
沼

津
藩
領

で
あ

る
。

(
148
)

静

岡
県
駿
東

郡
役

所
編

「
静
岡
県

駿
東
郡

誌
」

一
二

二
二
頁
。
静
浦

地
区
連

合
自
治

会
発

行

「
静

浦
村
誌

」
三

一
頁

。

(
248
)

「
角

川
日
本
地

名
大
辞

典
」

22
九

一
九

頁
。

(
348
)

「
同
右

」

22
七

二
九
頁

。

(
448
)

「
同
右

」

22
八
八
九
頁

。

(
548
)

「
同
右

」

22
五

〇
三
頁
。

(
648
)

児

玉
幸

多
校

訂

「
近
世
交

通
史
料

集
」

四
巻

二
五
、
六

四
、
八

一
、
八

二
、
九

三
、
九

四
、

=

四
、

=

六
、

「
二
八
、

「
二
九

、

一
四

五
、

一

四
七

、

一
六
六
、

一
八
〇

、

一
八

一
、

一
九

六
、

一
九

八
、

二

一
〇
、

二

一

一
、

二
三

三
、

二
三
四
、

二
五
七
、

二
五
八
、

二
七

三
、

二
七

四
、

二
八

七
、

二
八

八
、

二
九

九
、

三
〇

二
、
三

二
七

、
三

四
六
、

三
五
四
、

三
六

二
、

三
六
八

、
三
八

四
、
三

八
五
、

四
〇
〇
、

四
〇

二
、

四

〇
九

、

四
三
〇
、

四

三
三
、

四
五

二
、
四
五

三
、

四
七
八
、

四
八

〇
、
四
九

三
、

五
三

一
、

五
三

四
、
五

六
六
、

五
六
七
、

五
六
九
、

五
七
九

、

五
八
八
、

五
九

三
、

六

〇

一
、
六

〇
二
、

六

一
六

、
六

一
七
、
六

三
五
、

六
三
九

、
六

四
七

、
六

五
九
、

六
六

〇
、
六
七

一
、
六
七

三
、

六
九

三
、

六
九

六
-

六
九

七
、
七

一
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二
、
七

一
三

、
七

二
七
、

七

二
八
、
七

四
三
、
七

四

四
、
七

六
五
、
七

七

〇
、
七

八
五
、
七
九

〇
、

七
九

八
、
七
九
九

、
八

〇
九
、

八

一
〇
、

八
二

一
、

八
二

二
、
八

三
四
、

八

三
五
、

八
四

五
、

八
六

二
、

八
六
三
-

八
六

四
、

八
七

九
、

八
八

〇
、
九

〇

一
、
九

〇

二
、
九

二
五
、

九

二
六
、
九

四
五
、
九

五

一
、
九

五
五
、
九

七
七

、
九

八

二
、
九
九

六

、
九
九

七
、

一
〇

一
六

、

一
〇

一
九

、

一
〇
二
四
頁

。

(
748
)

富

士
市

史
編
纂

委

員
会
編

「
吉

原
市
史

」
上
巻

一
〇
六

一
-

一
〇
六
四
頁

。

(
848
)

「
静

岡

県
史

」
資
料

編

13
近

世

五

九

二
九
ー

九

三

〇
頁
。

「角

川
日
本

地
名
大

辞
典

」

22
四

五

五
頁

。

「
静
岡
県

の
地
名

」

日
本

歴
史
地
名

大
系

22

四

二
ニ
ー

四
二

三
頁

。

(
948
)

「静

岡
県

史
」

通
史

編

3
近

世

一

八

〇
六
ー

八
〇
七

頁
。

(
058
)

「
同
右

」
通
史

編

3
近
世

一

八
〇
八
-

八

〇
九

頁
。

「
角

川
日
本
地

名
大
辞

典
」

22
八

三
〇
頁

。

(
158
)

「静

岡
県

史
」

通
史

編

3
近

世

一

二
八
四
-

二
八
六

、
八

〇
三

-
八
〇
五
頁

。
「
角

川

日
本
地
名
大

辞
典

」

22
二
七
三
頁

。

(
258
)

「静

岡
県

史
」

通
史

編

3
近

世

一

二
八
入
-

二
九

一
頁

。

(
358
)

「角

川

日
本
地

名
大

辞
典
」

22
八
七
八
頁

。

(
458
)

「御

馬

町
史

」
本

文
編

一
=

五
ー

二

一
八
頁
参

照

。
な

お
御

馬
と
江

戸
と

の
関
係

は

「
同
書

」

三
七

〇
1

三
七

一
頁

に
よ
る
と
俳

譜
面

で
の
御

馬
社

中

と
江

戸
雪

門
と

の
関
係

に
よ

っ
て
も

示
さ

れ

て

い
る
。

(
558
)

「
西
尾

市
史

」
近

世
下

三

一
〇
九

三
ー

一
一
四
四
頁

。

(
658
)

「新

訂

寛

政
重
修

諸

家
譜

」

一
巻
六

一
-

六

二
頁

。
な

お

「
同
書
」

一
巻

五
九
ー

六

一
頁

に
よ

る
と
父
乗

邑

は
享

保

八
年
ー

延
享

二
年

に
老

中

で
あ

る
。

(
758
)

「
大

日
本
近

世
史
料

柳

営
補
任

一
」

五
七
頁

。

「
同
上

五
」

三
七

頁

。

(
858
)

「
新
訂

寛
政
重

修
諸

家
譜

」

一
巻

六

二
ー

六

三
頁
。

(
958
)

「
角

川
日
本

地
名
大

辞
典

」

23

一
〇
五
頁

。

(
068
)

「
同
右

」

24
四

五
七
頁

。

(
168
)

「
同
右

」

24

一
一
〇
七

頁
。

四
日
市
市
編

「
四
日
市
市
史

」

一
〇
巻
史
料

編
近

世

皿
四
三
九
-

四
六

五
頁
参
照

。

(
268
)

「
角

川

日
本

地
名

大
辞

典
」

24
四

一
三
、
七
九

九
頁

。

(
368
)

「
新

訂
寛

政
重
修

諸
家

譜
」

三
巻

八
頁
。

(
468
)

「
角

川

日
本

地
名

大
辞

典
」

24
五
九

六
ー

五
九

七
頁

。
鈴
鹿
市

教
育
委

員
会
編

「
鈴
鹿

市
史

」

二
巻

五
九

二
ー

五
九

四
、
六

Ω

二
頁
参

照
。

(
568
)

斎

藤

阿

具

訳

註

「
ヅ

ー

フ
日
本

回
想
録

・
ブ
イ

ッ
セ

ル
参
府

紀

行

」

(異

国
叢

書
)

二
七

頁
。

な

お
三

七
-

三

八
頁

に
は
幕

臣

の
勤

務

に

つ
い
て

6
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「彼
等
は
上
官

の
命
令
又
は
皇
帝

の
為

に
は
、
如
何
な
る
任
務
も
、
全
然
盲
目
的
服
従
を
以

て
之
を
遂
行
す
。
下
僚
は
其

の
命
令
を
審
査
又
は
批
判
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
否
厳

に
之
を
遵
奉
す
る
を
以
て
其

の
最
大
な
る
栄
誉
と
な
せ
り
。
之

に
つ
き

て
は
彼
等

の
胸
中

の
苦
悶
は
他

の
人

々
に
よ
り

て

能
く
記
述
せ
ら
れ
、
最
も
確
実

に
証
明
せ
ら
れ
た
り
」
と
し
て
い
る
。

(668
)

沼
津
市
史
編
纂
委
員
会

・
沼
津
市
教
育
委
員
会
編

「沼
津
市
史
」
史
料
編
近
世

-
五
五
頁
。

(768
)

「宇
下
人
言

・
修
行
録
」

(岩
波
文
庫
)
七

一
-

七
二
頁
。

(868
)

山
室
信

一
・
中
野
目
徹
校
注

「明
六
雑
誌
」

(岩
波
文
庫
)
㈲
三
〇
四
ー

三
〇
五
頁
。

(968
)

柚
木
學
著

「近
世
海
運
史

の
研
究
」

一
六
七
-

一
七
〇
、
二
六
七
ー

二
七

一
頁
。

(078
)

大
蔵
省
編

「
日
本
財
政
経
済
史
料
」

一
巻
三
九
二
頁
。

(178
)

「海
事
史
料
叢
書
」

一
巻
三
〇
六
-

三
〇
八
頁
。

(278
)

森
銑
三
、
野
間
光
辰
、
中
村
幸
彦
、
朝
倉
治
彦
編
、
安
藤
菊
二
責
任
編
集

「随
筆
百
花
苑
」
九
巻
五
〇
頁
。

(378
)

「海
事
史
料
叢
書
」

一
巻
三
二
三
-

三
二
五
頁
。

(478
)

「
同
右
」

一
巻
三
二
五
頁
。

(578
)

「
同
右
」

一
巻
三
二
六
i

三
二
八
頁
。

(678
)

京
北
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編

「京
北
市
史
」
通
史
上
巻
九
六
六
ー
九
六
八
頁
。
「同
上
」
資
料
編
近
世

H

一
七
三
-

一
七
五
、
四
〇
五
-

四
〇
七
頁
。

(778
)

「静
岡
県
安
倍
郡
清
水
町
沿
革
誌
」
二
七
九
-

二
八
〇
頁
。

(㎎8
)

渡
辺
久
雄
著

「忘
れ
ら
れ
た
日
本
史
」
創
元
新
書

7

一
四
八
-

一
六
七
頁
。

(978
)

「徳
川
将
軍
政
治
権
力

の
研
究
」
四
二
五
頁
。
深
井
雅
海
著

「江
戸
城
御
庭
番
」

(中
公
新
書
)
九
九
-

一
〇

一
頁
。

(088
)

越
後
国
頸
城
郡
高
田
藩

「榊
原
文
書
」

(上
越
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編

「上
越
市
史
」
別
編

6
藩
政
資
料

一

一
四
八
-

一
六
七
頁
)

の
寛
政
元
年

レ

　
　
　

酉
九
月
写

「新
版
江
戸
下
り
千
代
か
里
」
に
は
、
「夫
レ
6
於
江
戸
ヱ
出
掛
け
て
田
沼

エ
取
込
を
金

の
御
無
心
、
お
か
ね
が
下
リ
ル
ト
殿
様
御
位

御

シ
タ

上
り
被
成
、
夫
ら
略
式

五
万
石
と

ハ
い
や
は
や
と
ふ
事

や
ら
」
、
中
老
鈴
木
半
兵
衛
、
同
中
根
善
右
衛
門
ら
に

つ
い
て

「半
兵
衛
と
武
太
夫
長
野
に
清

助
四
人
君

の
た
く
ミ
で
、
殿
様
御
米

ハ
付
た
り
、
家
中
町
在
隣
国
ま
わ
り
を
米
之
売
買
あ

ろ
ふ
事

か
や
、
今
町
沖
に

ハ

殿
様
御
舟
と
言
立
、
米
之
う

り
か
ひ
段

々
に
も
ふ
け
て
」
と
あ
る
。
松
永
靖
夫

「解
説
」

に
よ
る
と
幕
府
か
ら
拝
借
金

一
万
両
、
軍
役
を

一
五
万
石
か
ら

一
〇
万
石
に
軽
減
し
て
貰

い
、
田
沼
政
権

に
取
入
り
、
米

の
売
買

に
も
手
を
出
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
他

の
藩

で
も
米
売
買

の
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

(188
)

「星
月
代
萬
八
実
録
」
七
三
頁
。

(288
)

「相
良
町
史
」
資
料
編
近
世
〇
五
〇
頁
。



(388
)

辻
善
之
助
著

「日
本
文
化
史
」
別
録
四

三
三
ー
三
四
頁
。
同
上
著

「
田
沼
時
代
」

(岩
波
文
庫
)
二
五
ー
二
七
頁
。

(488
)

津
田
秀
夫
著

「新
版
封
建
経
済
政
策

の
展
開
と
市
場
構
造
」
四
〇
、

一
四
〇
、
三
〇
六
⊥

二
〇
七
頁
。
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